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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板２００表面にＺｎＯまたはＴｉＯ２を形成し、
　前記ＺｎＯまたは前記ＴｉＯ２上に、スイッチング用ＴＦＴ２３０のゲート２０１、駆
動用ＴＦＴ２３１のゲート２０２、及び電流制御用ＴＦＴ２３２のゲート２０３を液滴吐
出法または印刷法により形成し、
　前記スイッチング用ＴＦＴ２３０のゲート２０１、前記駆動用ＴＦＴ２３１のゲート２
０２及び前記電流制御用ＴＦＴ２３２のゲート２０３を覆うゲート絶縁膜２０５を形成し
、
　前記ゲート絶縁膜２０５上に発光素子２３８の第１の電極２０６を液滴吐出法または印
刷法により形成し、
　前記ゲート絶縁膜２０５を介して、前記スイッチング用ＴＦＴ２３０のゲート２０１、
前記駆動用ＴＦＴ２３１のゲート２０２及び前記電流制御用ＴＦＴ２３２のゲート２０３
上に、非晶質半導体膜、セミアモルファス半導体膜又は多結晶半導体膜２０７を形成し、
　前記非晶質半導体膜、セミアモルファス半導体膜又は多結晶半導体膜２０７を介して、
前記スイッチング用ＴＦＴ２３０のゲート２０１、前記駆動用ＴＦＴ２３１のゲート２０
２及び前記電流制御用ＴＦＴ２３２のゲート２０３上に、第１の保護膜２０８、第２の保
護膜２０９及び第３の保護膜２１０をそれぞれ形成し、
　レジストマスク２１１を液滴吐出法または印刷法により形成し、当該レジストマスク２
１１を用いて前記非晶質半導体膜、セミアモルファス半導体膜又は多結晶半導体膜２０７
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をエッチングして、
　　　前記スイッチング用ＴＦＴ２３０のチャネル形成領域となる半導体膜２１２を、
　　　前記駆動用ＴＦＴ２３１及び前記電流制御用ＴＦＴ２３２のチャネル形成領域とな
る半導体膜２１３を、それぞれ形成し、
　前記ゲート絶縁膜２０５を選択的に除去して前記電流制御用ＴＦＴ２３２のゲート２０
３の一部を露出させ、
　前記スイッチング用ＴＦＴ２３０のチャネル形成領域となる半導体膜２１２、前記駆動
用ＴＦＴ２３１及び前記電流制御用ＴＦＴ２３２のチャネル形成領域となる半導体膜２１
３、前記電流制御用ＴＦＴ２３２のゲート２０３の露出させた領域及び前記第１の電極２
０６上に一導電型の不純物が添加された半導体膜２１４を形成し、
　前記一導電型の不純物が添加された半導体膜２１４上に、第１の配線２１５、第２の配
線２１６、第３の配線２１７、第４の配線２１８、第５の配線２１９及び第２の電源線２
４１を液滴吐出法または印刷法により形成し、
　前記第１の配線２１５は信号線２１５であり、前記第５の配線２１９は第１の電源線２
１９であり、
　前記第１の配線２１５、前記第２の配線２１６、前記第３の配線２１７、前記第４の配
線２１８及び前記第５の配線２１９をマスクとして前記一導電型の不純物が添加された半
導体膜２１４をエッチングして、
　　　前記第１の配線２１５下に、前記スイッチング用ＴＦＴ２３０のソース及びドレイ
ンの一方である半導体膜２２０を、
　　　前記第２の配線２１６下に、前記スイッチング用ＴＦＴ２３０のソース及びドレイ
ンの他方である半導体膜２２１を、
　　　前記第３の配線２１７下に、前記駆動用ＴＦＴ２３１のソース及びドレインの一方
であり、前記第１の電極２０６と電気的に接続される半導体膜２２３を、
　　　前記第４の配線２１８下に、前記駆動用ＴＦＴ２３１のソース及びドレインの他方
であるとともに前記電流制御用ＴＦＴ２３２のソース及びドレインの一方である半導体膜
２２４を、
　　　前記第５の配線２１９下に、前記電流制御用ＴＦＴ２３２のソース及びドレインの
他方である半導体膜２２５を、それぞれ形成し、
　前記スイッチング用ＴＦＴ２３０、前記駆動用ＴＦＴ２３１、前記電流制御用ＴＦＴ２
３２を覆うとともに前記第１の電極２０６の端部を覆って絶縁膜からなる隔壁２３３を形
成し、前記第１の電極２０６上の前記隔壁に覆われていない領域には開口部２３４が形成
され、
　前記開口部２３４において前記第１の電極２０６に接するように電界発光層２３５を形
成し、
　前記電界発光層２３５を覆うように第２の電極２３６を形成し、
　前記開口部２３４において、前記第１の電極２０６、前記電界発光層２３５及び前記第
２の電極２３６が重なって前記発光素子２３８が形成され、
　前記スイッチング用ＴＦＴ２３０はビデオ信号の画素への入力を制御するものであり、
　前記駆動用ＴＦＴ２３１は前記発光素子２３８に供給する電流値を制御するものであり
、
　前記電流制御用ＴＦＴ２３２は前記発光素子２３８への電流の供給の有無を選択するも
のであり、
　前記発光素子２３８の第１の電極２０６は、前記駆動用ＴＦＴ２３１のソース及びドレ
インの一方と電気的に接続され、
　前記駆動用ＴＦＴ２３１のソース及びドレインの他方は、前記電流制御用ＴＦＴ２３２
のソース及びドレインの一方であり、
　前記電流制御用ＴＦＴ２３２のソース及びドレインの他方は、前記第１の電源線２１９
に電気的に接続され、
　前記駆動用ＴＦＴ２３１のゲート２０２は前記第２の電源線２４１に電気的に接続され
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、
　前記スイッチング用ＴＦＴ２３０のソース及びドレインの一方は前記信号線２１５に電
気的に接続され、ソース及びドレインの他方は前記電流制御用ＴＦＴ２３２のゲート２０
３に電気的に接続されていることを特徴とする発光装置の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第２の配線２１６をマスクとして前記一導電型の不純物が添加された半導体膜２１
４をエッチングすることにより前記電流制御用ＴＦＴ２３２のゲート２０３の露出させた
領域上には前記スイッチング用ＴＦＴ２３０のソース及びドレインの他方である半導体膜
２２１及び前記第２の配線２１６が形成されることを特徴とする発光装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記一導電型の不純物はｎ型を付与する不純物であることを特徴とする発光装置の作製
方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項において、
　前記駆動用ＴＦＴ２３１におけるチャネル幅に対するチャネル長の比は、前記電流制御
用ＴＦＴ２３２におけるチャネル幅に対するチャネル長の比よりも大きくなるように形成
することを特徴とする発光装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項において、
　前記第２の電極２３６及び前記電界発光層２３５のいずれかは、液滴吐出法を用いて形
成することを特徴とする発光装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項において、
　前記印刷法はオフセット印刷法またはスクリーン印刷法であることを特徴とする発光装
置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電流を発光素子に供給するための手段と発光素子とを、複数の各画素に有す
る発光装置及び発光装置の作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光素子は自ら発光するため視認性が高く、液晶表示装置（ＬＣＤ）で必要なバックラ
イトが要らず薄型化に最適であると共に、視野角にも制限が無い。そのため発光素子を用
いた発光装置は、ＣＲＴやＬＣＤに代わる表示装置として注目されており、近年では携帯
電話やデジタルスチルカメラ等の電子機器に搭載されるなど、実用化が行なわれている。
【０００３】
　発光装置は、パッシブマトリクス型とアクティブマトリクス型とに分類できる。アクテ
ィブマトリクス型はビデオ信号の入力後も発光素子への電流の供給をある程度維持するこ
とができるので、パネルの大型化、高精細化に柔軟に対応することができ、今後の主流と
なりつつある。具体的に提案されている、アクティブマトリクス型発光装置における画素
の構成は、発光装置のメーカーによって異なっており、それぞれに特色のある技術的工夫
が凝らされているが、通常少なくとも、発光素子と、画素へのビデオ信号の入力を制御す
る薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）と、該発光素子に電流を供給するためのＴＦＴとが各画素
に設けられている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　ところで、画素へのビデオ信号の入力を制御するＴＦＴのオフ電流が大きいと、他の画
素に入力されるビデオ信号の電位の変化に伴い、発光素子に供給する電流値を制御するＴ
ＦＴのゲート電極・ソース領域間電圧（以下、ゲート電圧とする）Ｖｇｓが変動しやすい
。このゲート電圧Ｖｇｓの変動を防ぐためには、該ＴＦＴのゲート電極・ソース領域間に
設けられた容量素子の容量を大きくしたり、画素へのビデオ信号の入力を制御するＴＦＴ
のオフ電流を低く抑えたりする必要がある。しかし、容量素子の占有面積を大きくするこ
とは、塵埃などに起因する電極間のリークの発生確率を高め、よって歩留まりの低下に繋
がるので望ましくない。また、画素へのビデオ信号の入力を制御するＴＦＴのオフ電流を
低く抑えること、且つ、大きな容量を充電するためにオン電流を高くすることの両方を満
たすように、ＴＦＴの作製工程を最適化するには、コストと時間を要し、困難な課題であ
る。さらに発光素子に供給する電流を制御するＴＦＴのゲート電圧Ｖｇｓは、ゲート電極
につく寄生容量に起因して、他のＴＦＴのスイッチングや信号線、走査線の電位の変動等
に伴って、変動し易いという問題もある。
【０００５】
　また一般的にアクティブマトリクス型の発光装置は、パターニングにリソグラフィ法が
用いられている。リソグラフィ法を用いる場合、フォトレジストの成膜、露光、現像、エ
ッチング、剥離などの一連の工程を行なう必要があるため、作製工程が複雑になり、コス
トが高くなる。さらにリソグラフィ法には高価な露光用のマスク（フォトマスク）が必要
であることも、発光装置の作製に費やされるコストが抑えられない一因になっている。そ
して、成膜後、エッチングにより除去されてしまう部分は結局廃棄されてしまうので、材
料が無駄であり、コスト削減という観点から好ましくない。
【０００６】
　また、パネルが大型化されると必然的に配線が長くなるため、配線抵抗により信号が遅
延するという問題が生じる。この場合、配線を厚くして断面積を広げれば、配線抵抗を下
げることができ、よって信号の遅延を回避できると考えられる。しかし、リソグラフィ法
を用いて配線を形成する場合、配線の厚さはせいぜい２００～４００ｎｍ程度であり、そ
れ以上厚いとエッチングの工程に時間がかかって望ましくない。
【０００７】
　本発明は上述した問題に鑑み、工程数を抑えたより簡単な作製工程を用いて形成するこ
とができ、なおかつ、容量素子の面積を抑えつつ、発光素子に供給する電流を制御するＴ
ＦＴのゲート電圧Ｖｇｓの変動によって引き起こされる発光素子の輝度のばらつきを抑え
ることができる発光装置の提案を課題とする。さらに本発明は、配線の作製工程に費やさ
れる時間を抑えつつ、大型化に伴う配線抵抗の上昇を抑えることができる発光装置及び発
光装置の作製方法の提案を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、発光素子に供給する電流の値を決めるＴＦＴ（駆動用ＴＦＴ）に加え、ス
イッチング素子として機能するＴＦＴ（電流制御用ＴＦＴ）を駆動用ＴＦＴに直列に接続
する。そして少なくとも画像を表示するための期間においては、ゲート電極に固定の電位
を与えて、常に電流を流せる状態にしておく。また、電流制御用ＴＦＴは線形領域で動作
させ、そのゲート電極の電位を、画素に入力されるビデオ信号で制御する。
【０００９】
　電流制御用ＴＦＴを線形領域で動作させることで、そのソース領域・ドレイン領域間電
圧（ドレイン電圧）Ｖｄｓは発光素子に加わる電圧Ｖｅｌに対して非常に小さくなり、ゲ
ート電圧Ｖｇｓの僅かな変動が、発光素子に流れる電流に影響しにくくなる。そして駆動
用ＴＦＴのゲート電極の電位は、ビデオ信号によって制御されず、固定されている。よっ
て、前記電流制御用ＴＦＴのゲート電極・ソース領域間に設けられた容量素子の容量を大
きくしたり、画素へのビデオ信号の入力を制御するＴＦＴのオフ電流を低く抑えたりしな
くても、発光素子に流れる電流が変動しにくくなる。また発光素子に流れる電流は、電流
制御用ＴＦＴのゲート電極につく寄生容量による影響も受けない。そして、電流制御用Ｔ
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ＦＴは発光素子への電流の供給の有無を選択するのみであって、発光素子に流れる電流の
値は、駆動用ＴＦＴにより決定される。このため、ばらつき要因が減り、画質を大いに高
めることができる。また、画素へのビデオ信号の入力を制御するＴＦＴのオフ電流を低く
抑えるためにプロセスを最適化しなくとも良いので、ＴＦＴの作製工程を簡略化すること
ができ、コスト削減、歩留まり向上に大きく貢献することができる。
【００１０】
　なお本発明では、駆動用ＴＦＴを飽和領域で動作させるのが望ましいが、線形領域で動
作させても良い。飽和領域では線形領域に比べて、ドレイン電流がゲート電極・ソース領
域間の電圧（ゲート電圧）Ｖｇｓの僅かな変動に対して、ドレイン電流が大きく影響しや
すい。しかし本発明では、駆動用ＴＦＴを飽和領域で動作させても、駆動用ＴＦＴのゲー
ト電極の電位が固定されているので、ゲート電圧Ｖｇｓが変動しない。駆動用ＴＦＴを飽
和領域で動作させることで、ドレイン電流がドレイン領域・ソース領域間電圧（以下、ド
レイン電圧とする）Ｖｄｓによって変化せず、Ｖｇｓのみによって定まるようになるので
、発光素子の劣化に伴ってＶｅｌが大きくなる代わりにＶｄｓが小さくなっても、ドレイ
ン電流の値は比較的一定に保たれる。よって、電界発光材料の劣化に伴う発光素子の輝度
の低下や輝度むらの発生を抑えることができる。
【００１１】
　なお、駆動用ＴＦＴにおけるチャネル幅Ｗに対するチャネル長Ｌの値を、電流制御用Ｔ
ＦＴにおけるチャネル幅Ｗに対するチャネル長Ｌの値よりも大きくする。上記構成によっ
て、駆動用ＴＦＴの特性の違いに起因する、画素間における発光素子の輝度のばらつきを
さらに抑えることができる。
【００１２】
　また本発明では、上記構成を有する発光装置を、スクリーン印刷法、オフセット印刷法
に代表される印刷法、または液滴吐出法を用いて形成する。なお液滴吐出法とは、所定の
組成物を含む液滴を細孔から吐出して所定のパターンを形成する方法を意味し、インクジ
ェット法などがその範疇に含まれる。上記印刷法、液滴吐出法を用いることで、露光用の
マスクを用いずとも、信号線、走査線に代表される各種配線、ＴＦＴのゲート電極、発光
素子の電極などを形成することが可能になる。ただし、本発明の発光装置は、パターンを
形成する全ての工程に、印刷法または液滴吐出法を用いる必要はない。よって、例えば配
線及びゲート電極の形成には印刷法または液滴吐出法を用い、半導体膜のパターニングに
はリソグラフィ法を用いる、というように、少なくとも一部の工程において印刷法または
液滴吐出法を用いていれば良く、リソグラフィ法も併用していても良い。またパターニン
グの際に用いるマスクは、印刷法または液滴吐出法で形成しても良い。
【００１３】
　なお本発明の発光装置は、発光素子が封止された状態にあるパネルと、該パネルにコン
トローラを含むＩＣ等を実装した状態にあるモジュールとを含む。さらに本発明は、該発
光装置を作製する過程において、発光素子が完成する前の一形態に相当する素子基板を範
疇に含めていても良い。具体的に素子基板は、電流を発光素子に供給するための手段（Ｔ
ＦＴ）を複数の各画素に有している。そして素子基板は、発光素子の第１の電極のみが形
成された状態であっても良いし、第１の電極となる導電膜を形成した後であって、パター
ニングして第１の電極を形成する前の状態であっても良いし、あらゆる形態があてはまる
。
【００１４】
　また本明細書において発光素子は、電流または電圧によって輝度が制御される素子をそ
の範疇に含んでおり、具体的にはＯＬＥＤ（Organic Light Emitting Diode）や、ＦＥＤ
（Field Emission Display）に用いられているＭＩＭ型の電子源素子（電子放出素子）等
が含まれる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明では、容量素子の面積を抑えつつ、発光素子に供給する電流を制御する駆動用Ｔ
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ＦＴのゲート電圧Ｖｇｓの変動によって引き起こされる発光素子の輝度のばらつきを抑え
ることができる。
【００１６】
　また本発明では液滴吐出法、印刷法を用いてパターンを形成することで、リソグラフィ
法で行なわれるフォトレジストの成膜、露光、現像、エッチング、剥離などの一連の工程
を簡略化することができる。また、液滴吐出法、印刷法だと、リソグラフィ法と異なり、
エッチングにより除去されてしまうような材料の無駄がない。また高価な露光用のマスク
を用いなくとも良いので、発光装置の作製に費やされるコストを抑えることができる。
【００１７】
　さらに、リソグラフィ法とは異なり、配線を形成するためにエッチングを行なう必要が
ない。よって、配線を形成する工程に費やされる時間をリソグラフィ法の場合に比べて著
しく短くすることが可能である。特に配線の厚さを０．５μｍ以上、より望ましくは２μ
ｍ以上で形成する場合、配線抵抗を抑えることができるので、配線の作製工程に費やされ
る時間を抑えつつ、発光装置の大型化に伴う配線抵抗の上昇を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１に、本発明の発光装置が有する画素の一形態を示す。図１に示す画素は、発光素子
１０１と、ビデオ信号の画素への入力を制御するためのスイッチング素子として用いるＴ
ＦＴ（スイッチング用ＴＦＴ）１０２と、発光素子１０１に供給される電流の値を制御す
る駆動用ＴＦＴ１０３と、発光素子１０１への電流の供給の有無を選択する電流制御用Ｔ
ＦＴ１０４とを有している。さらに本実施の形態のように、ビデオ信号の電位を保持する
ための容量素子１０５を画素に設けていても良い。
【００１９】
　図１では、スイッチング用ＴＦＴ１０２、駆動用ＴＦＴ１０３及び電流制御用ＴＦＴ１
０４は同じ極性であるが、極性はｎ型であっても、ｐ型であってもどちらでも良い。ただ
し、ＴＦＴにセミアモルファス半導（微結晶半導体）体または非晶質半導体を用いる場合
、ｐ型よりもｎ型の方が高い移動度が得られるので、スイッチング用ＴＦＴ１０２、駆動
用ＴＦＴ１０３及び電流制御用ＴＦＴ１０４を全てｎ型にすることが望ましい。本実施の
形態では、スイッチング用ＴＦＴ１０２、駆動用ＴＦＴ１０３及び電流制御用ＴＦＴ１０
４が全てｎ型の場合について説明する。アモルファス半導体、セミアモルファス半導体を
用いたＴＦＴは多結晶半導体を用いたＴＦＴよりも作製工程が少ない分、コスト、歩留ま
りを高くすることができるというメリットを有している。また半導体膜の成膜後に結晶化
の工程を設ける必要がないので、比較的パネルの大型化が容易である。
【００２０】
　セミアモルファス半導体とは、非晶質と結晶構造（単結晶、多結晶を含む）の中間的な
構造の半導体を含む膜である。このセミアモルファス半導体は、自由エネルギー的に安定
な第３の状態を有する半導体であって、短距離秩序を持ち格子歪みを有する結晶質なもの
であり、その粒径を０．５～２０ｎｍとして非単結晶半導体中に分散させて存在せしめる
ことが可能である。セミアモルファス半導体は、そのラマンスペクトルが５２０ｃｍ-1よ
りも低波数側にシフトしており、またＸ線回折ではＳｉ結晶格子に由来するとされる（１
１１）、（２２０）の回折ピークが観測される。また、未結合手（ダングリングボンド）
の中和剤として水素またはハロゲンを少なくとも１原子％またはそれ以上含ませている。
ここでは便宜上、このような半導体をセミアモルファス半導体（ＳＡＳ）と呼ぶ。さらに
、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンなどの希ガス元素を含ませて格子歪みをさら
に助長させることで安定性が増し良好なセミアモルファス半導体が得られる。
【００２１】
　また本実施の形態では、駆動用ＴＦＴ１０３を飽和領域動作させる例について説明する
が、線形領域で動作させても良い。また、スイッチング用ＴＦＴ１０２及び電流制御用Ｔ
ＦＴ１０４は線形領域で動作させる。駆動用ＴＦＴ１０３にはエンハンスメント型ＴＦＴ
を用いてもよいし、ディプリーション型ＴＦＴを用いてもよい。



(7) JP 4588312 B2 2010.12.1

10

20

30

40

50

【００２２】
　スイッチング用ＴＦＴ１０２のゲート電極は、走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）に接続されて
いる。スイッチング用ＴＦＴ１０２のソース領域とドレイン領域は、一方が信号線Ｓｉ（
ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が電流制御用ＴＦＴ１０４のゲート電極に接続されている。駆
動用ＴＦＴ１０３のゲート電極は第２の電源線Ｗｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されている。そ
して駆動用ＴＦＴ１０３及び電流制御用ＴＦＴ１０４は、第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ
）から供給される電流が、駆動用ＴＦＴ１０３及び電流制御用ＴＦＴ１０４のドレイン電
流として発光素子１０１に供給されるように、第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）と、発光
素子１０１とに接続されている。本実施の形態では、電流制御用ＴＦＴ１０４のソース領
域が第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続され、駆動用ＴＦＴ１０３のドレイン領域が
発光素子１０１の第１の電極に接続される。
【００２３】
　なお駆動用ＴＦＴ１０３のソース領域を第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続し、電
流制御用ＴＦＴ１０４のドレイン領域を発光素子１０１の第１の電極に接続してもよい。
【００２４】
　発光素子１０１は第１の電極と、第２の電極と、第１の電極と第２の電極の間に形成さ
れた電界発光層とを有している。第１の電極と第２の電極は、いずれか一方が陽極に、他
方が陰極に相当する。駆動用ＴＦＴ１０３がｎ型である場合、第１の電極が陰極、第２の
電極が陽極であることが望ましい。逆に、駆動用ＴＦＴ１０３がｐ型である場合、第１の
電極が陽極、第２の電極が陰極であることが望ましい。本実施の形態では駆動用ＴＦＴ１
０３がｎ型であるので、第１の電極が陰極、第２の電極が陽極の場合について説明する。
【００２５】
　容量素子１０５が有する２つの電極は、一方は第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続
されており、もう一方は電流制御用ＴＦＴ１０４のゲート電極に接続されている。容量素
子１０５は、電流制御用ＴＦＴ１０４のゲート電圧を保持するために設けられている。な
お図１では容量素子１０５を設ける構成を示したが、本発明はこの構成に限定されず、容
量素子１０５を設けずに電流制御用ＴＦＴ１０４のゲート容量を用いて、電流制御用ＴＦ
Ｔ１０４のゲート電圧を保持するようにしても良い。
【００２６】
　次に、図１に示した画素の駆動方法について説明する。図１に示す画素は、その動作を
書き込み期間、保持期間とに分けて説明することができる。図２（Ａ）に、書き込み期間
において電流制御用ＴＦＴ１０４がオンの場合の動作を、図２（Ｂ）に、書き込み期間に
おいて電流制御用ＴＦＴ１０４がオフの場合の動作を示す。また図２（Ｃ）に、保持期間
において電流制御用ＴＦＴ１０４がオンの場合の動作を、図２（Ｄ）に、保持期間におい
て電流制御用ＴＦＴ１０４がオフの場合の動作を示す。なお、図２（Ａ）～図２（Ｄ）で
は動作を分かり易くするために、スイッチング用ＴＦＴ１０２と、電流制御用ＴＦＴ１０
４とを単にスイッチとして示す。
【００２７】
　まず書き込み期間において、走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）が選択されると、走査線Ｇｊ（
ｊ＝１～ｙ）にゲート電極が接続されているスイッチング用ＴＦＴ１０２がオンになる。
そして、信号線Ｓｉ（ｉ＝１～ｘ）に入力されたビデオ信号が、スイッチング用ＴＦＴ１
０２を介して電流制御用ＴＦＴ１０４のゲート電極に入力される。電流制御用ＴＦＴ１０
４は、入力されたビデオ信号の電位によりスイッチングが制御される。一方、駆動用ＴＦ
Ｔ１０３のゲート電極には、電流制御用ＴＦＴがオンのときに駆動用ＴＦＴ１０３がオン
になるような高さの電位が、第２の電源線Ｗｉ（ｉ＝１～ｘ）から常に与えられている。
【００２８】
　なお本実施の形態では、書き込み期間及び保持期間において、第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝
１～ｘ）と発光素子１０１の第２の電極とには、それぞれ高さの異なる電位を与えるよう
にし、該２つの電位は、駆動用ＴＦＴ１０３及び電流制御用ＴＦＴ１０４がオンのときに
、発光素子１０１に順方向バイアスの電流が供給される程度の高さに設定する。よって、
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図２（Ａ）に示すように電流制御用ＴＦＴ１０４がオンになると、発光素子１０１へ電流
が供給され、発光素子１０１が発光する。また図２（Ｂ）に示すように電流制御用ＴＦＴ
１０４がオフになると、発光素子１０１への電流の供給は停止し、発光素子１０１は非発
光の状態となる。
【００２９】
　なお本発明では上述したように、書き込み期間において電流制御用ＴＦＴ１０４がオン
のときに、ビデオ信号に従って発光素子を発光させる必要は必ずしもない。例えば書き込
み期間において、電流制御用ＴＦＴ１０４のスイッチングに関わらず、発光素子１０１へ
の電流の供給を止めておいても良い。具体的には、発光素子１０１の第２の電極と第１の
電源線Ｖｉの間の電位差を埋めれば良い。または、発光素子１０１をダイオードに見立て
たときに、発光素子１０１が有する一対の電極間に逆方向バイアスの電圧がかけられるよ
うに、第２の電極と第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）の間の電位差を設定すれば良い。或
いは、発光素子１０１に流れる電流の経路をスイッチ等で遮断しても良い。この場合、電
流制御用ＴＦＴ１０４がオンになっていても、オフになっていても、書き込み期間におい
ては発光素子１０１への電流の供給は停止する。よって書き込み期間において、全ての発
光素子１０１は非発光の状態となる。
【００３０】
　次に、走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）の電位を制御することでスイッチング用ＴＦＴ１０２
をオフにすることで、書き込み期間において書き込まれたビデオ信号の電位が保持され、
保持期間が開始される。
【００３１】
　保持期間では、発光素子１０１の第２の電極と、第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）の間
に、電流制御用ＴＦＴ１０４がオンであるならば発光素子１０１に順方向バイアスの電流
が供給されるような電位差を設ける。そしてさらに、電流制御用ＴＦＴがオンであるなら
ば発光素子に流れる電流の経路が確保されている状態にする。
【００３２】
　よって、ビデオ信号によって電流制御用ＴＦＴ１０４がオンになる場合は、図２（Ｃ）
に示すように、発光素子１０１に電流が供給される。発光素子１０１に流れる電流は、駆
動用ＴＦＴ１０３のドレイン電流と、発光素子１０１の電圧電流特性によって決まる。そ
して発光素子１０１は、供給される電流に見合った高さの輝度で発光する。逆に、書き込
み期間において電流制御用ＴＦＴ１０４をオフにした場合、図２（Ｄ）に示すように、ビ
デオ信号の電位は容量素子１０５によって保持されているので、発光素子１０１への電流
の供給は停止しており、発光素子１０１は非発光の状態となる。
【００３３】
　なお図１に示した画素において、発光素子１０１の第２の電極と第１の電源線Ｖｉ（ｉ
＝１～ｘ）の間の電位差を埋めることで、発光素子１０１への電流の供給を止めるスイッ
チの構成の一例を、図３（Ａ）に示す。ただし図３（Ａ）では、第１の電極が陰極、第２
の電極が陽極の場合を示す。図３（Ａ）に示すように、スイッチ１１０を切り替えること
で、書き込み期間においては第１の電源線Ｖｉと、発光素子１０１の第２の電極とに電位
Ｖｓｓを与え、保持期間においては発光素子１０１に順方向バイアスの電流が供給される
ように、発光素子１０１の第２の電極に電位Ｖｄｄを、第１の電源線Ｖｉに電位Ｖｓｓを
与えることができる。ただしＶｄｄ＞Ｖｓｓとする。なお第１の電極が陽極、第２の電極
が陰極の場合は、書き込み期間において第１の電源線Ｖｉと、発光素子１０１の第２の電
極とに電位Ｖｄｄを与え、保持期間において発光素子１０１に順方向バイアスの電流が供
給されるように、発光素子１０１の第２の電極に電位Ｖｓｓを、第１の電源線Ｖｉに電位
Ｖｄｄを与えるようにする。
【００３４】
　また、図１に示した画素において、発光素子１０１に流れる電流の経路を遮断すること
で、発光素子１０１への電流の供給を止める場合のスイッチの構成を、図３（Ｂ）に示す
。ただし図３（Ｂ）では、第１の電極が陰極、第２の電極が陽極の場合を示す。図３（Ｂ
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）に示すように、書き込み期間においてはスイッチ１１１をオフすることで、発光素子１
０１に流れる電流の経路を遮断して第２の電極をフローティングにし、保持期間において
はスイッチ１１１をオンにすることで、発光素子１０１に流れる電流の経路を確保し、発
光素子１０１に順方向バイアスの電流が供給されるようにすることができる。
【００３５】
　なおビデオ信号がデジタルの場合、発光素子が発光する時間を制御することで階調を表
示しても良いし（時間階調方式）、または発光素子が発光する面積で階調を表示しても良
い（面積階調方式）。例えば本実施の形態において時間階調方式を用いる場合、１フレー
ム期間に、ビデオ信号の各ビットに対応する書き込み期間と保持期間を設ける。そして、
１フレーム期間内で、発光素子が発光した書き込み期間と保持期間のトータルの長さをビ
デオ信号で制御することで、階調を表示することができる。なお書き込み期間において、
ビデオ信号の電位に関わらず発光素子を全て非発光の状態にする駆動方法の場合は、１フ
レーム期間内で、発光素子が発光した保持期間のトータルの長さをビデオ信号で制御する
ことで、階調を表示することができる。
【００３６】
　次に、本発明の発光装置の、より具体的な構成とその作製方法について、図４～図７を
用いて説明する。
【００３７】
　まず図４（Ａ）に示すように、ＴＦＴ及び発光素子を形成する基板２００を用意する。
具体的に基板２００は、例えばバリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラス
などのガラス基板、石英基板、セラミック基板等を用いることができる。また、ＳＵＳ基
板を含む金属基板または半導体基板の表面に絶縁膜を形成したものを用いても良い。プラ
スチック等の可撓性を有する合成樹脂からなる基板は、一般的に上記基板と比較して耐熱
温度が低い傾向にあるが、作製工程における処理温度に耐え得るのであれば用いることが
可能である。基板２００の表面を、ＣＭＰ法などの研磨により平坦化しておいても良い。
【００３８】
　上述した基板２００の表面に、液滴吐出法、印刷法を用いて形成される導電膜または絶
縁膜の、密着性を高めるための前処理を施す。密着性を高めることができる方法として、
具体的には、例えば触媒作用により導電膜または絶縁膜の密着性を高めることができる金
属または金属化合物を基板２００の表面に付着させる方法、形成される導電膜または絶縁
膜との密着性が高い有機系の絶縁膜、金属、金属化合物を基板２００の表面に付着させる
方法、基板２００の表面に大気圧下または減圧下においてプラズマ処理を施し、表面改質
を行なう方法などが挙げられる。また、上記導電膜または絶縁膜との密着性が高い金属と
して、チタン、チタン酸化物の他、３ｄ遷移元素であるＳｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆ
ｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎなどが挙げられる。また金属化合物として、上述した金属の
酸化物、窒化物、酸窒化物などが挙げられる。上記有機系の絶縁膜として、例えばポリイ
ミド、シロキサン系材料を出発材料として形成されたＳｉ－Ｏ－Ｓｉ結合を含む絶縁膜（
以下、シロキサン系絶縁膜と呼ぶ）等が挙げられる。シロキサン系絶縁膜は、置換基に水
素の他、フッ素、アルキル基、または芳香族炭化水素のうち少なくとも１種を有していて
も良い。
【００３９】
　なお、基板２００に付着させる金属または金属化合物が導電性を有する場合、半導体素
子の正常な動作が妨げられないように、そのシート抵抗を制御する。具体的には、導電性
を有する金属または金属化合物の平均の厚さを、例えば１～１０ｎｍとなるように制御し
たり、該金属または金属化合物を酸化により部分的に、または全体的に絶縁化したりすれ
ば良い。或いは、密着性を高めたい領域以外は、付着した金属または金属化合物をエッチ
ングにより選択的に除去しても良い。また金属または金属化合物を、予め基板の全面に付
着させるのではなく、液滴吐出法、印刷法、ゾル－ゲル法などを用いて特定の領域にのみ
選択的に付着させても良い。なお金属または金属化合物は、基板２００の表面において完
全に連続した膜状である必要はなく、ある程度分散した状態であっても良い。
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【００４０】
　本実施の形態では、光触媒反応により密着性を高めることができるＺｎＯまたはＴｉＯ

2などの光触媒を基板２００の表面に付着させる。具体的には、ＺｎＯまたはＴｉＯ2を溶
媒に分散させ、基板２００の表面に撒布したり、Ｚｎの化合物またはＴｉの化合物を基板
２００の表面に付着させた後、酸化させたり、ゾル－ゲル法を用いたりすることで、結果
的にＺｎＯまたはＴｉＯ2を基板２００の表面に付着させることができる。
【００４１】
　次に密着性を高めるための前処理が施された基板２００の表面上に、液滴吐出法または
各種印刷法を用いて、ゲート電極２０１～２０３を形成する。具体的に、ゲート電極２０
１～２０３には、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ、Ｐｄなどの金属、金属化合物を１つまたは複数有す
る導電材料を用いる。なお、分散剤により凝集を抑え、溶液に分散させることができるな
らば、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ａｌなどの金属、金属化合物を１つまたは複数有す
る導電材料を用いることも可能である。また液滴吐出法または各種印刷法による導電材料
の成膜を複数回行なうことで、複数の導電膜が積層されたゲート電極を形成することも可
能である。また例えば、ＣｕをＡｇでコートした導電粒子なども用いることが可能である
。
【００４２】
　液滴吐出法を用いる場合、有機系または無機系の溶媒に該導電材料を分散させたものを
、ノズルから滴下した後、室温において乾燥または焼成することで、形成することができ
る。具体的に本実施の形態では、テトラデカンにＡｇを分散させた溶液を滴下し、２００
℃～３００℃で１ｍｉｎ～５０ｈｒ焼成することで溶媒を除去し、ゲート電極２０１～２
０３を形成する。有機系の溶媒を用いる場合、上記焼成を酸素雰囲気下で行なうことで、
効率的に溶媒を除去することができ、ゲート電極２０１～２０３の抵抗をより下げること
ができる。なお図示しないが、この工程でゲート電極２０１に接続した走査線も、同時に
形成することができる。
【００４３】
　なお、液滴吐出法を用いた場合、パターンの精度は、液滴１ドットあたりの吐出量、該
溶液の表面張力、液滴が滴下される基板２００の表面の撥水性などに依存する。そのため
、所望するパターンの精度に合わせて、これらの条件を最適化することが望ましい。
【００４４】
　ここで、液滴吐出法でＡｇを吐出する前に、酸化チタンを基板の表面に付着させた場合
における、Ａｇの密着性の評価について説明する。まずガラス基板上にスパッタ法を用い
てチタンを１～５ｎｍの膜厚で成膜した。そして２３０℃の焼成により成膜したチタンを
酸化し、酸化チタンとした。このとき、酸化チタンで形成されている膜のシート抵抗を測
定したところ、装置の測定可能の下限値１×１０-6Ω／□よりも低くなったため、十分絶
縁性が高いことが確認された。
【００４５】
　次に、液滴吐出法を用いてＡｇを１６箇所のエリアに滴下した後、２３０℃で焼成した
。なお焼成後、１６箇所の各エリアに形成された、短冊形のＡｇ膜の寸法は、長さ１ｃｍ
、幅２００～３００μｍ、厚さ４００～５００ｎｍとなった。
【００４６】
　上記Ａｇ膜が形成された基板に、カプトン（Ｒ）テープを貼った後、該テープを剥がし
てＡｇ膜の密着性を確認したところ、テープを剥がした後もＡｇ膜の剥離は見られなかっ
た。また上記Ａｇ膜が形成された基板を、０．５ｗｔ％のＨＦ水溶液に１分間浸した後、
流水洗浄を行なうことで膜の密着性を確認したところ、全てのＡｇ膜が剥がれず基板上に
残存していた。なお、チタン酸化膜を溶媒に分散させた溶液を、基板の表面に撒布するこ
とで、酸化チタンを基板の表面に付着させた場合も、同様の結果が得られた。ちなみに、
素のガラス基板、表面をＣＭＰ研磨したガラス基板、非晶質珪素膜、窒化珪素膜または酸
化珪素膜を形成したガラス基板を用いた場合には、若干の違いはあるものの、いずれも数
本程度しかＡｇ膜は残存しなかった。従って、酸化チタンにより高い密着性が得られてい
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ると考えられる。
【００４７】
　次に、ゲート電極２０１～２０３を覆うようにゲート絶縁膜２０５を形成する。ゲート
絶縁膜２０５は、例えば酸化珪素、窒化珪素または窒化酸化珪素等の絶縁膜を用いること
ができる。ゲート絶縁膜２０５は、単層の絶縁膜を用いても良いし、複数の絶縁膜を積層
していても良い。本実施の形態では、窒化珪素、酸化珪素、窒化珪素が順に積層された絶
縁膜を、ゲート絶縁膜２０５として用いる。また成膜方法は、プラズマＣＶＤ法、スパッ
タ法などを用いることができる。低い成膜温度でゲートリーク電流を抑えることができる
緻密な絶縁膜を形成するには、アルゴンなどの希ガス元素を反応ガスに含ませ、形成され
る絶縁膜中に混入させると良い。また窒化アルミニウムをゲート絶縁膜２０５として用い
ることができる。窒化アルミニウムは熱伝導率が比較的高く、ＴＦＴで発生した熱を効率
的に発散させることができる。
【００４８】
　次に図４（Ｂ）に示すように、発光素子が有する第１の電極２０６をゲート絶縁膜２０
５上に形成する。なお本実施の形態では、第１の電極２０６が陰極、後に形成される第２
の電極２３６が陽極に相当するが、本発明はこの構成に限定されない。第１の電極２０６
が陽極、第２の電極２３６が陰極に相当していても良い。
【００４９】
　陰極は、仕事関数の小さい金属、合金、電気伝導性化合物、およびこれらの混合物など
を用いることができる。具体的には、ＬｉやＣｓ等のアルカリ金属、およびＭｇ、Ｃａ、
Ｓｒ等のアルカリ土類金属、これらを含む合金（Ｍｇ：Ａｇ、Ａｌ：Ｌｉ、Ｍｇ：Ｉｎな
ど）、およびこれらの化合物（ＣａＦ2、ＣａＮ）の他、ＹｂやＥｒ等の希土類金属を用
いることができる。また電子注入層を設ける場合、Ａｌなどの他の導電層を用いることも
可能である。また陰極側から光を取り出す場合は、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化
亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、ガリウムを添加した酸化亜鉛（ＧＺＯ
）などその他の透光性酸化物導電材料を用いることが可能である。ＩＴＯ及び酸化珪素を
含む酸化インジウムスズ（以下、ＩＴＳＯとする）や、酸化珪素を含んだ酸化インジウム
に、さらに２～２０％の酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合したものを用いても良い。透光性酸化
物導電材料を用いる場合、後に形成される電界発光層２３５に電子注入層を設けるのが望
ましい。また透光性酸化物導電材料を用いずとも、陰極を光が透過する程度の膜厚（好ま
しくは、５ｎｍ～３０ｎｍ程度）で形成することで、陰極側から光を取り出すことができ
る。この場合、該陰極の上または下に接するように透光性酸化物導電材料を用いて透光性
を有する導電層を形成し、陰極のシート抵抗を抑えるようにしても良い。
【００５０】
　本実施の形態では、陽極に相当する第１の電極２０６として、Ｍｇ：Ａｇを用いる。な
お第１の電極２０６は、スパッタ法、液滴吐出法または印刷法を用いて形成することが可
能である。液滴吐出法または印刷法を用いる場合、マスクを用いなくても第１の電極２０
６を形成することが可能である。またスパッタ法を用いる場合でも、リソグラフィ法にお
いて用いるレジストを、液滴吐出法または印刷法で形成することで、露光用のマスクを別
途用意しておく必要がなくなり、よってコストの削減に繋がる。
【００５１】
　なお第１の電極２０６は、その表面が平坦化されるように、ＣＭＰ法、ポリビニルアル
コール系の多孔質体で拭浄し、研磨しても良い。またＣＭＰ法を用いた研磨後に、陰極の
表面に紫外線照射、酸素プラズマ処理などを行ってもよい。
【００５２】
　次に図４（Ｃ）に示すように、第１の半導体膜２０７を形成する。第１の半導体膜２０
７は非晶質（アモルファス）半導体またはセミアモルファス半導体（ＳＡＳ）で形成する
ことができる。また多結晶半導体膜を用いていても良い。本実施の形態では、第１の半導
体膜２０７としてセミアモルファス半導体を用いる。セミアモルファス半導体は、非晶質
半導体よりも結晶性が高く高い移動度が得られ、また多結晶半導体と異なり結晶化させる



(12) JP 4588312 B2 2010.12.1

10

20

30

40

50

ための工程を増やさずとも形成することができる。
【００５３】
　非晶質半導体は、珪化物気体をグロー放電分解することにより得ることができる。代表
的な珪化物気体としては、ＳｉＨ4、Ｓｉ2Ｈ6が挙げられる。この珪化物気体を、水素、
水素とヘリウムで希釈して用いても良い。
【００５４】
　またＳＡＳも珪化物気体をグロー放電分解することにより得ることができる。代表的な
珪化物気体としては、ＳｉＨ4であり、その他にもＳｉ2Ｈ6、ＳｉＨ2Ｃｌ2、ＳｉＨＣｌ3

、ＳｉＣｌ4、ＳｉＦ4などを用いることができる。また水素や、水素にヘリウム、アルゴ
ン、クリプトン、ネオンから選ばれた一種または複数種の希ガス元素を加えたガスで、こ
の珪化物気体を希釈して用いることで、ＳＡＳの形成を容易なものとすることができる。
希釈率は２倍～１０００倍の範囲で珪化物気体を希釈することが好ましい。またさらに、
珪化物気体中に、ＣＨ4、Ｃ2Ｈ6などの炭化物気体、ＧｅＨ4、ＧｅＦ4などのゲルマニウ
ム化気体、Ｆ2などを混入させて、エネルギーバンド幅を１．５～２．４ｅＶ、若しくは
０．９～１．１ｅＶに調節しても良い。ＳＡＳを第１の半導体膜として用いたＴＦＴは、
１～１０cm2/Vsecや、それ以上の移動度を得ることができる。
【００５５】
　また異なるガスで形成されたＳＡＳを複数積層することで、第１の半導体膜を形成して
も良い。例えば、上述した各種ガスのうち、弗素原子を含むガスを用いて形成されたＳＡ
Ｓと、水素原子を含むガスを用いて形成されたＳＡＳとを積層して、第１の半導体膜を形
成することができる。
【００５６】
　グロー放電分解による被膜の反応生成は減圧下または大気圧下で行なうことができる。
減圧下で行なう場合、圧力は概略０．１Ｐａ～１３３Ｐａの範囲で行なえば良い。グロー
放電を形成するための電力は１ＭＨｚ～１２０ＭＨｚ、好ましくは１３ＭＨｚ～６０ＭＨ
ｚの高周波電力を供給すれば良い。圧力は概略０．１Ｐａ～１３３Ｐａの範囲、電源周波
数は１ＭＨｚ～１２０ＭＨｚ、好ましくは１３ＭＨｚ～６０ＭＨｚとする。基板加熱温度
は３００℃以下でよく、好ましくは１００～２５０℃とする。膜中の不純物元素として、
酸素、窒素、炭素などの大気成分の不純物は１×１０20ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以下とするこ
とが望ましく、特に、酸素濃度は５×１０19ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以下、好ましくは１×１
０19ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以下とする。
【００５７】
　なお、Ｓｉ2Ｈ6と、ＧｅＦ4またはＦ2とを用いて半導体膜を形成する場合、半導体膜の
より基板に近い側から結晶が成長するので、基板に近い側ほど半導体膜の結晶性が高い。
よって、ゲート電極が第１の半導体膜よりも基板により近いボトムゲート型のＴＦＴの場
合、第１の半導体膜のうち基板に近い側の結晶性が高い領域をチャネル形成領域として用
いることができるので、移動度をより高めることができ、適している。
【００５８】
　また、ＳｉＨ4と、Ｈ2とを用いて半導体膜を形成する場合、半導体膜の表面により近い
側ほど大きい結晶粒が得られる。よって、第１の半導体膜がゲート電極よりも基板により
近いトップゲート型のＴＦＴの場合、第１の半導体膜のうち基板から遠い側の結晶性が高
い領域をチャネル形成領域として用いることができるので、移動度をより高めることがで
き、適している。
【００５９】
　また、ＳＡＳは、価電子制御を目的とした不純物を意図的に添加しないときに弱いｎ型
の導電型を示す。これは、アモルファス半導体を成膜するときよりも高い電力のグロー放
電を行なうため酸素が半導体膜中に混入しやすいためである。そこで、ＴＦＴのチャネル
形成領域を設ける第１の半導体膜に対しては、ｐ型を付与する不純物を、この成膜と同時
に、或いは成膜後に添加することで、しきい値制御をすることが可能となる。ｐ型を付与
する不純物としては、代表的には硼素であり、Ｂ2Ｈ6、ＢＦ3などの不純物気体を１ｐｐ
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ｍ～１０００ｐｐｍの割合で珪化物気体に混入させると良い。例えば、ｐ型を付与する不
純物としてボロンを用いる場合、該ボロンの濃度を１×１０14～６×１０16atoms/cm3と
すると良い。
【００６０】
　次に、第１の半導体膜２０７のうち、チャネル形成領域となる部分と重なるように、第
１の半導体膜２０７上に保護膜２０８～２１０を形成する。保護膜２０８～２１０は液滴
吐出法または印刷法を用いて形成しても良いし、ＣＶＤ法、スパッタ法などを用いて形成
しても良い。保護膜２０８～２１０といて、酸化珪素、窒化珪素、窒化酸化珪素などの無
機絶縁膜、シロキサン系絶縁膜などを用いることができる。またこれらの膜を積層し、保
護膜２０８～２１０として用いても良い。本実施の形態では、プラズマＣＶＤ法で形成さ
れた窒化珪素、液滴吐出法で形成されたシロキサン系絶縁膜を積層して、保護膜２０８～
２１０として用いる。この場合、窒化珪素のパターニングは、液滴吐出法で形成されたシ
ロキサン系絶縁膜をマスクとして用い行なうことができる。
【００６１】
　次に図５（Ａ）に示すように、第１の半導体膜２０７のパターニングを行なう。第１の
半導体膜２０７のパターニングは、リソグラフィ法を用いても良いし、液滴吐出法または
印刷法で形成されたレジストをマスクとして用いても良い。後者の場合、露光用のマスク
を別途用意しておく必要がなくなり、よってコストの削減に繋がる。本実施の形態では、
液滴吐出法で形成されたレジスト２１１を用い、パターニングする例を示す。なおレジス
ト２１１は、ポリイミド、アクリルなどの有機樹脂を用いることができる。そして、レジ
スト２１１を用いたドライエッチングにより、パターニングされた第１の半導体膜２１２
、２１３が形成される。
【００６２】
　次に図５（Ｂ）に示すように、ゲート絶縁膜２０５の一部をエッチングにより選択的に
除去し、ゲート電極２０３の一部を露出させる。ゲート絶縁膜２０５のエッチングには、
リソグラフィ法を用いても良いし、液滴吐出法または印刷法で形成されたレジストをマス
クとして用いても良い。後者の場合、露光用のマスクを別途用意しておく必要がなくなり
、よってコストの削減に繋がる。
【００６３】
　次に図５（Ｃ）に示すように、パターニング後の第１の半導体膜２１２、２１３を覆う
ように、第２の半導体膜２１４を形成する。第２の半導体膜２１４には、一導電型を付与
する不純物を添加しておく。ｎチャネル型のＴＦＴを形成する場合には、第２の半導体膜
２１４に、ｎ型を付与する不純物、例えばリンを添加すれば良い。具体的には、珪化物気
体にＰＨ3などの不純物気体を加え、第２の半導体膜２１４を形成すれば良い。一導電型
を有する第２の半導体膜２１４は、第１の半導体膜２１２、２１３と同様にセミアモルフ
ァス半導体、非晶質半導体で形成することができる。
【００６４】
　なお本実施の形態では、第２の半導体膜２１４を第１の半導体膜２１２、２１３と接す
るように形成しているが、本発明はこの構成に限定されない。第１の半導体膜２１２、２
１３と第２の半導体膜２１４の間に、ＬＤＤ領域として機能する第３の半導体膜を形成し
ておいても良い。この場合、第３の半導体膜は、セミアモルファス半導体または非晶質半
導体で形成する。そして、第３の半導体膜は、導電型を付与するための不純物を意図的に
添加しなくとも、もともと弱いｎ型の導電型を示す。よって第３の半導体膜には、導電型
を付与するための不純物を添加してもしなくても、ＬＤＤ領域として用いることができる
。
【００６５】
　次に図６（Ａ）に示すように、配線２１５～２１９を液滴吐出法または印刷法を用いて
形成し、該配線２１５～２１９をマスクとして用い、第２の半導体膜２１４をエッチング
する。第２の半導体膜２１４のエッチングは、真空雰囲気下もしくは大気圧雰囲気下にお
けるドライエッチングで行なうことができる。上記エッチングにより、第２の半導体膜２
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１４からソース領域またはドレイン領域として機能する、第２の半導体２２０～２２５が
形成され、さらに第１の電極２０６の一部が露出される。第２の半導体膜２１４をエッチ
ングする際、保護膜２０８～２１０によって、第１の半導体膜２１２、２１３がオーバー
エッチングされるのを防ぐことができる。
【００６６】
　配線２１５～２１９は、ゲート電極２０１～２０３と同様に形成することができる。具
体的には、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ、Ｐｄなどの金属、金属化合物を１つまたは複数有する導電
材料を用いる。液滴吐出法を用いる場合、有機系または無機系の溶媒に該導電材料を分散
させたものを、ノズルから滴下した後、室温において乾燥または焼成することで、形成す
ることができる。分散剤により凝集を抑え、溶液に分散させることができるならば、Ｃｒ
、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ａｌなどの金属、金属化合物を１つまたは複数有する導電材料
を用いることも可能である。焼成は酸素雰囲気下で行ない、配線２１５～２１９の抵抗を
下げるようにしても良い。また液滴吐出法または各種印刷法による導電材料の成膜を複数
回行なうことで、複数の導電膜が積層された配線２１５～２１９を形成することも可能で
ある。
【００６７】
　上記工程によって、スイッチング用ＴＦＴ２３０、駆動用ＴＦＴ２３１、電流制御用Ｔ
ＦＴ２３２が形成される。
【００６８】
　次に図６（Ｂ）に示すように、スイッチング用ＴＦＴ２３０と、駆動用ＴＦＴ２３１と
、電流制御用ＴＦＴ２３２と、第１の電極２０６の端部とを覆うように、隔壁２３３を形
成する。隔壁２３３は、有機樹脂膜、無機絶縁膜またはシロキサン系絶縁膜を用いて形成
することができる。有機樹脂膜ならば、例えばアクリル、ポリイミド、ポリアミドなど、
無機絶縁膜ならば酸化珪素、窒化酸化珪素などを用いることができる。特に感光性の有機
樹脂膜を隔壁２３３に用い、第１の電極２０６上に開口部２３４を形成し、その開口部２
３４の側壁が連続した曲率を持って形成される傾斜面となるように形成することで、第１
の電極２０６と後に形成される第２の電極２３６とが接続してしまうのを防ぐことができ
る。このとき、マスクを液滴吐出法または印刷法で形成することができる。また隔壁２３
３自体を、液滴吐出法または印刷法で形成することもできる。なお隔壁２３３は開口部２
３４を有している。
【００６９】
　次に電界発光層２３５を形成する前に、隔壁２３３及び第１の電極２０６に吸着した水
分や酸素等を除去するために、大気雰囲気下で加熱処理または真空雰囲気下で加熱処理（
真空ベーク）を行なっても良い。具体的には、基板の温度を２００℃～４５０℃、好まし
くは２５０～３００℃で、０．５～２０時間程度、真空雰囲気下で加熱処理を行なう。望
ましくは３×１０-7Ｔｏｒｒ以下とし、可能であるならば３×１０-8Ｔｏｒｒ以下とする
のが最も望ましい。そして、真空雰囲気下で加熱処理を行なった後に電界発光層を成膜す
る場合、電界発光層を成膜する直前まで当該基板を真空雰囲気下に置いておくことで、信
頼性をより高めることができる。また真空ベークの前または後に、第１の電極２０６に紫
外線を照射してもよい。
【００７０】
　なお、本実施の形態では、後に形成されるパッシベーション膜２３７を窒化珪素で形成
しており、該パッシベーション膜２３７と、ＩＴＳＯで形成された第２の電極２０６とが
接している。このように、窒化珪素または窒化酸化珪素を含む絶縁膜上に接するように、
ＩＴＳＯなどの透光性酸化物導電材料と酸化珪素を含む導電膜を用い、発光素子の第１の
電極または第２の電極を形成することで、上述したどの材料の組み合わせよりも、発光素
子の輝度を高めることができる。なお、第１の電極２０６にＩＴＳＯを用いた場合、含ま
れる酸化珪素によって水分が付着しやすいので、上述した真空ベークは特に有効である。
【００７１】
　そして、隔壁２３３の開口部２３４において第１の電極２０６と接するように、電界発
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光層２３５を形成する。電界発光層２３５は、単数の層で構成されていても、複数の層が
積層されるように構成されていてもどちらでも良い。複数の層で構成されている場合、陰
極に相当する第１の電極２０６上に、電子注入層、電子輸送層、発光層、ホール輸送層、
ホール注入層の順に積層する。なお第１の電極２０６が陽極に相当する場合は、電界発光
層２３５を、ホール注入層、ホール輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層の順に積層
して形成する。
【００７２】
　なおモノクロの画像を表示する場合、もしくは白色の発光素子とカラーフィルターを用
いてカラーの画像を表示する場合、電界発光層２３５の構造は全ての画素において同じで
ある。三原色の光をそれぞれ発する３つの発光素子を用いてカラーの画像を表示する場合
、電界発光層２３５は、対応する色ごとに材料、積層する層または膜厚を変えて塗り分け
ても良い。電界発光層を塗り分ける場合、液滴吐出法は材料の無駄がなく、工程も簡素化
できるので、非常に有効である。なおカラーは、混色を用いたフルカラーであっても良い
し、単一の色相を有する複数の画素を特定のエリアごとに配したエリアカラーであっても
良い。
【００７３】
　なおカラーフィルターは、特定の波長領域の光を透過させることができる着色層と、場
合によっては該着色層に加え、可視光を遮蔽することができる遮蔽膜とを有する場合があ
る。そしてカラーフィルターは、発光素子を封止するためのカバー材上に形成する場合も
あれば、素子基板に形成する場合もありうる。いずれの場合においても、着色層または遮
蔽膜は、印刷法または液滴吐出法を用いて形成することが可能である。
【００７４】
　また電界発光層２３５は、高分子系有機化合物、中分子系有機化合物、低分子系有機化
合物、無機化合物のいずれを用いていても、液滴吐出法で形成することが可能である。ま
た中分子系有機化合物、低分子系有機化合物、無機化合物は蒸着法で形成しても良い。
【００７５】
　そして電界発光層２３５を覆うように、第２の電極２３６を形成する。本実施の形態で
は、第２の電極２３６は陽極に相当する。第２の電極２３６の作製方法は、蒸着法、スパ
ッタ法、液滴吐出法などを材料に合わせて使い分けることが好ましい。
【００７６】
　陽極には、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム亜鉛
（ＩＺＯ）、ガリウムを添加した酸化亜鉛（ＧＺＯ）などその他の透光性酸化物導電材料
を用いることが可能である。ＩＴＯ及び酸化珪素を含む酸化インジウムスズ（以下、ＩＴ
ＳＯとする）や、酸化珪素を含んだ酸化インジウムに、さらに２～２０％の酸化亜鉛（Ｚ
ｎＯ）を混合したものを用いても良い。また陽極として上記透光性酸化物導電材料の他に
、例えばＴｉＮ、ＺｒＮ、Ｔｉ、Ｗ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｃｒ、Ａｇ、Ａｌ等の１つまたは複数
からなる単層膜の他、窒化チタンとアルミニウムを主成分とする膜との積層、窒化チタン
膜とアルミニウムを主成分とする膜と窒化チタン膜との三層構造等を用いることができる
。ただし透光性酸化物導電材料以外の材料で陽極側から光を取り出す場合、光が透過する
程度の膜厚（好ましくは、５ｎｍ～３０ｎｍ程度）で形成する。
【００７７】
　隔壁２３３の開口部２３４において、第１の電極２０６と電界発光層２３５と第２の電
極２３６が重なり合うことで、発光素子２３８が形成されている。
【００７８】
　なお、発光素子２３８からの光の取り出しは、第１の電極２０６側からであっても良い
し、第２の電極２３６側からであっても良いし、その両方からであっても良い。上記３つ
の構成にうち、目的とする構成に合わせて、陽極、陰極ぞれぞれの材料及び膜厚を選択す
るようにする。本実施の形態のように第２の電極２３６側から光の取り出す場合、第１の
電極２０６側から光の取り出す場合に比べて、より低い消費電力でより高い輝度を得るこ
とができる。
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【００７９】
　なお発光素子２３８を覆うようにパッシベーション膜２３７を形成しても良い。パッシ
ベーション膜２３７は、水分や酸素などの発光素子の劣化を促進させる原因となる物質を
、他の絶縁膜と比較して透過させにくい膜を用いる。代表的には、例えばＤＬＣ膜、窒化
炭素膜、ＲＦスパッタ法、ＣＶＤ法などで形成された窒化珪素膜等を用いるのが望ましい
。また、例えば窒化炭素膜と窒化珪素を積層した膜、ポリスチレンを積層した膜など、を
パッシベーション膜２３７として用いても良い。また上述した水分や酸素などの物質を透
過させにくい膜と、該膜に比べて水分や酸素などの物質を透過させやすいが内部応力の低
い膜とを積層させて、パッシベーション膜２３７として用いることも可能である。本実施
の形態では窒化珪素を用いる。パッシベーション膜２３７として窒化珪素を用いる場合、
低い成膜温度で緻密なパッシベーション膜２３７を形成するには、アルゴンなどの希ガス
元素を反応ガスに含ませ、パッシベーション膜２３７中に混入させると良い。
【００８０】
　図７に、図６（Ｂ）に示す発光装置の上面図を示す。図７は、図６（Ｂ）のＡ－Ａ’に
おける断面図に相当する。なお図７では構造をより分かりやすくするため、電界発光層２
３５、第２の電極２３６、パッシベーション膜２３７は省略して図示する。配線２１５は
信号線として機能する。配線２１６は、ゲート電極２０３と接続している。またゲート電
極２０１は、走査線２４０と電気的に接続されている。また配線２１９は第１の電源線と
して機能する。第２の電源線２４１は、配線２１５～２１９と同じ導電膜から形成されて
おり、ゲート電極２０３と接続されている。開口部２３４において第１の電極２０６が一
部露出している。
【００８１】
　なお実際には、図６（Ｂ）に示す状態まで完成したら、さらに外気に曝されないように
気密性が高く、脱ガスの少ない保護フィルム（ラミネートフィルム、紫外線硬化樹脂フィ
ルム等）やカバー材でパッケージング（封入）することが好ましい。
【００８２】
　なお本実施の形態では、画素部を形成する工程について説明したが、セミアモルファス
半導体を第１の半導体膜として用いる場合、走査線駆動回路を画素部と同じ基板上に形成
することが可能である。またアモルファス半導体を用いたＴＦＴで画素部を形成し、該画
素部が形成された基板に別途形成された駆動回路を貼り付けても良い。
【００８３】
　なお図４～図７では、ゲート電極２０３の一部を露出させるためのゲート絶縁膜２０５
のエッチングに、リソグラフィ法を用いたり、液滴吐出法または印刷法で形成されたレジ
ストをマスクとして用いたりしているが、本発明はこの構成に限定されない。例えば、第
２の半導体膜に接する配線をマスクとして用いてゲート絶縁膜２０５をエッチングし、ゲ
ート電極２０３の一部を露出させても良い。この場合ゲート絶縁膜のエッチングを行なっ
た後、液滴吐出法を用いて、ゲート電極２０３の露出した部分と、マスクとして用いた配
線とを接続するような導電膜を形成しても良い。また例えば、ゲート絶縁膜２０５を形成
する前に、ゲート電極２０３の一部と重なるようにピラーを形成しておいても良い。ピラ
ーは、ピラーを形成したい領域に、導電材料を含む溶液を、液滴が重なるように複数回滴
下することで形成できる。そしてゲート絶縁膜２０５は、ピラーと重なる部分において膜
厚が著しく薄くなるため、該ゲート絶縁膜２０５上に形成された配線とピラーとを電気的
に接続することができる。
【００８４】
　また図４～図７では、第１の半導体膜と第２の半導体膜を別々の工程でパターニングし
ているが、本発明の発光装置はこの作製方法に限定されない。次に図８を用いて、第１の
半導体膜と第２の半導体膜を同一のマスクを用いてパターニングする例について説明する
。
【００８５】
　まず上述した作製方法に従って、図４（Ｃ）に示す状態まで同様に作製する。次に図８
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（Ａ）に示すように、第１の半導体膜２０７をパターニングする前に、第２の半導体膜２
５０を成膜する。ＬＤＤ領域として用いる第３の半導体膜を形成する場合は、第１の半導
体膜２０７を形成した後、第３の半導体膜を形成し、それから第２の半導体膜２５０を形
成する。次に図８（Ｂ）に示すように、液滴吐出法または印刷法で形成したレジスト２５
１をマスクとして用い、第１の半導体膜２０７及び第２の半導体膜２５０をパターニング
する。図８（Ｂ）において、２５２、２５３はパターニング後の第１の半導体膜、は２５
４、２５５はパターニング後の第２の半導体膜に相当する。
【００８６】
　次に図８（Ｃ）に示すように、液滴吐出法または印刷法で配線２５６～２６０を形成す
る。そして配線２５６～２６０をマスクとして用い、第２の半導体膜２５４、２５５を更
にパターニングすることで、ソース領域またはドレイン領域として機能する第２の半導体
膜２６１～２６５が形成される。そして後は、図４～図７に示した作製方法と同様に、隔
壁、電界発光層、第２の電極を形成することができる。
【００８７】
　図８に示した作製方法を用いる場合、第１の電極２０６と配線２５８とが直接接するの
で、該接続部分における接触抵抗を低くすることができる。
【００８８】
　また図４～図７に示した作製方法及び図８に示した作製方法では、第２の半導体膜と、
該第２の半導体膜に接している配線とを形成する前に、第１の電極を形成している例を示
しているが、本発明はこの構成に限定されない。図９（Ａ）に、図４～図７に示した作製
方法において、第２の半導体膜と、該第２の半導体膜に接している配線とを形成した後に
、第１の電極を形成した、画素の断面図を示す。ただし図９（Ａ）では、駆動用ＴＦＴ６
３０、電流制御用ＴＦＴ６３１を示す。
【００８９】
　図９（Ａ）において、６０１～６０３は、ソース領域またはドレイン領域として機能す
る第２の半導体膜に相当し、第２の半導体膜６０１上に接するように配線６０４が、第２
の半導体膜６０２上に接するように配線６０５が、第２の半導体膜６０３上に接するよう
に配線６０６が形成されている。なお図９（Ａ）では、第１の半導体膜６０７と第２の半
導体膜６０１～６０３とを、図４～図７に示した場合のように、異なるマスクを用いたパ
ターニングにより形成しているが、本発明はこの構成に限定されず、図８の場合のように
同じマスクを用いてパターニングしていても良い。そして図９（Ａ）では、配線６０４上
に接するように、第１の電極６０８が形成されている。図９（Ａ）に示すように、第２の
半導体膜６０１～６０３と、該第２の半導体膜６０１～６０３に接している配線６０４～
６０６を形成した後に、第１の電極６０８を形成することで、第２の半導体膜６０１～６
０３のパターニングの際にドライエッチングを用いても、第１の電極６０８の表面が荒れ
るのを防ぐことができる。
【００９０】
　また図４～図７、図８、図９（Ａ）では、第１の電極をゲート絶縁膜上に形成している
が本発明はこの構成に限定されない。図９（Ｂ）に、ＴＦＴを覆って層間絶縁膜を形成し
、該層間絶縁膜上に第１の電極を形成した場合の、画素の断面図を示す。ただし図９（Ｂ
）では、駆動用ＴＦＴ６４０、電流制御用ＴＦＴ６４１を示す。図９（Ｂ）では、駆動用
ＴＦＴ６４０と、電流制御用ＴＦＴ６４１と、駆動用ＴＦＴ６４０、電流制御用ＴＦＴ６
４１のソース領域またはドレイン領域と接続された配線６４２～６４４とが、層間絶縁膜
６４５によって覆われており、該層間絶縁膜６４５上に第１の電極６４６が形成されてい
る。層間絶縁膜６４５は、有機樹脂膜、無機絶縁膜またはシロキサン系絶縁膜を用いて形
成することができる。層間絶縁膜６４５に、低誘電率材料（low-k材料）と呼ばれる材料
を用いていても良い。そして第１の電極６４６と配線６１１とは、層間絶縁膜６４５のコ
ンタクトホール内に形成されたピラー６４７を通して電気的に接続されている。
【００９１】
　図９（Ｂ）では、該ピラー６４７は層間絶縁膜６４５を形成する前に液滴吐出法を用い
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て形成されている。具体的には、導電材料を含む溶液を同じポイントに滴下し、液滴を重
ねることでピラー６４７を形成する。ピラー６４７に用いる導電材料として、ＩＴＯ、Ｉ
ＴＳＯに代表される透光性酸化物導電材料を用いることができる。そして、ピラー６４７
を形成した後に層間絶縁膜６４５をスピンコート法などの塗布法で形成し、次に層間絶縁
膜６４５の表面をエッチングすることでピラー６４７を露出させる。そして該ピラー６４
７と接するように、層間絶縁膜６４５上に第１の電極６４６を形成する。なお層間絶縁膜
６４５の表面は第１の電極６４６の表面に凹凸が形成されないように、平坦化されている
ことが望ましい。よって液滴吐出法を用いて層間絶縁膜６４５を形成する場合、液滴を吐
出した後に気体を吹き付けてその表面を平坦化した後、焼成するように形成しても良い。
【００９２】
　なお図９（Ｂ）では、層間絶縁膜６４５を形成する前にピラー６４７を形成しているが
、層間絶縁膜６４５を形成した後にピラー６４７を形成しても良い。この場合、層間絶縁
膜６４５にコンタクトホールを形成し、液滴吐出法を用いて該コンタクトホールに導電材
料を含む溶液を滴下することで、ピラー６４７を形成する。コンタクトホールの形成は、
ドライエッチングを用いても、ウェットエッチングを用いてもどちらでも良い。また、層
間絶縁膜を形成する前に、コンタクトホールを形成する領域に撥液性を有する有機材料を
液滴吐出法または印刷法などを用いて塗布しておいても良い。この場合、層間絶縁膜を形
成した後、撥液性を有する有機材料を除去することで、エッチングを行なわずともコンタ
クトホールを形成することができる。撥液性を有する有機材料として、ポリビニルアルコ
ール（ＰＶＡ）、フルオロアルキルシラン（ＦＡＳ）などを用いることができる。また撥
液性を有する有機材料の除去は、水による洗浄、ＣＦ4、Ｏ2などを用いたドライエッチン
グで行なうことができる。
【００９３】
　また層間絶縁膜は、液滴吐出法を用いて形成しても良い。図９（Ｃ）に、液滴吐出法を
用いて層間絶縁膜を形成した場合の、画素の断面図を示す。ただし図９（Ｃ）では、駆動
用ＴＦＴ６５０、電流制御用ＴＦＴ６５１を示す。図９（Ｃ）では、駆動用ＴＦＴ６５０
、電流制御用ＴＦＴ６５１が第１の層間絶縁膜６５３に覆われており、第１の層間絶縁膜
６５３は液滴吐出法を用いて形成されている。駆動用ＴＦＴ６５０のソース領域またはド
レイン領域のいずれか一方に接続された配線６５２は、第１の層間絶縁膜６５３と完全に
重なってはおらず、一部露出している。また第１の層間絶縁膜６５５は、第１の層間絶縁
膜６５３と同様に液滴吐出法を用いて形成されており、該第１の層間絶縁膜６５３を覆う
ように第１の電極６５４が形成されている。そして配線６５２の一部露出している部分は
第１の電極６５４と接しており、該接している部分を覆うように更に第２の層間絶縁膜６
５６が形成されている。
【００９４】
　第２の層間絶縁膜６５６は、第１の層間絶縁膜６５５と重なる領域に開口部を有してお
り、該開口部において、第１の電極６５４と、第２の層間絶縁膜６５６上に形成された電
界発光層６５７と、第２の電極６５８とが重なり、発光素子を形成している。
【００９５】
　また図４乃至図９に示す発光装置では、ＴＦＴの第１の半導体膜と第２の半導体膜の間
に保護膜を形成しているが、本発明はこの構成に限定されず、図４乃至図９の場合におい
て、保護膜は必ずしも形成しなくて良い。図１０（Ａ）に、保護膜を形成していない場合
の、画素の断面図を示す。ただし図１０（Ａ）では、駆動用ＴＦＴ７０１、電流制御用Ｔ
ＦＴ７０２を示す。図１０（Ａ）に示す駆動用ＴＦＴ７０１、電流制御用ＴＦＴ７０２は
、基板７００上に形成されたゲート電極７０３、７０４と、該ゲート電極７０３、７０４
を覆うように形成されたゲート絶縁膜７０５と、該ゲート電極７０３、７０４と重なるよ
うにゲート絶縁膜７０５上に形成された第１の半導体膜７０６と、第１の半導体膜７０６
と接する第２の半導体膜７０７～７０９とを有している。エッチングにより第２の半導体
膜７０７～７０９を形成する際、ＳＦ6、ＮＦ3、ＣＦ4などのフッ化物気体を用いてエッ
チングガスとして用いる。そしてこのエッチングでは、第１の半導体膜７０６とのエッチ
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ングの選択比がとれないので、処理時間を適宜調整して行なうこととなる。このエッチン
グにより、第１の半導体膜７０６が一部露出する。
【００９６】
　図１０（Ａ）のように保護膜を形成せず、第１の半導体膜７０６と第２の半導体膜７０
７～７０９を、同じマスクを用いてパターニングする場合、ゲート絶縁膜７０５と、第１
の半導体膜７０６と、第２の半導体膜７０７～７０９とを、大気に触れさせることなく連
続して形成することが可能である。すなわち、大気成分や大気中に浮遊する汚染物質に汚
染されることなく各積層界面を形成することができるので、ＴＦＴ特性のばらつきを低減
することができる。
【００９７】
　また図４乃至図９、図１０（Ａ）では、ゲート電極が第１の半導体膜よりも基板側に形
成されているが、本発明はこの構成に限定されない。図１０（Ｂ）に、第１の半導体膜が
ゲート電極よりも基板側に形成されている場合の、画素の断面図を示す。ただし図１０（
Ｂ）では、駆動用ＴＦＴ７１１、電流制御用ＴＦＴ７３２を示す。図１０（Ｂ）において
、基板７１０上に配線７１２～７１４が形成されており、また配線７１２～７１４上に接
するように、第２の半導体膜７１５～７１７が形成されており、第２の半導体膜７１５～
７１７上に接するように第１の半導体膜７１８が形成されている。そして第１の半導体膜
７１８上にはゲート絶縁膜７１９が形成されており、第１の半導体膜７１８と重なるよう
に該ゲート絶縁膜７１９上にゲート電極７２０、７２１が形成されている。
【００９８】
　なお、上記図４～図７、図８、図６、図１０に示したＴＦＴは、いずれもソース領域ま
たはドレイン領域として機能する第２の半導体膜を用いているが、第２の半導体膜は必ず
しも形成する必要はない。この場合、配線が直接第１の半導体膜と接続され、該配線がソ
ース領域またはドレイン領域として機能する。特に図１０（Ｂ）に示したＴＦＴは、第２
の半導体膜を用いない場合、第２の半導体膜７１５～７１７を形成するためのパターニン
グに用いるマスクが不要になるので、大幅に工程数を削減することができる。
【００９９】
　また、上記図４～図７、図８、図６、図１０に示した発光装置では、駆動用ＴＦＴと電
流制御用トランジスタとで１つの第１の半導体膜を共有している例を示しているが、本発
明はこの構成に限定されない。駆動用ＴＦＴと電流制御用トランジスタとが、それぞれ独
立した第１の半導体膜を用いていても良い。
【０１００】
　なお上記図４～図７、図８、図６、図１０に示した発光装置において、駆動用ＴＦＴ、
電流制御用ＴＦＴ、スイッチング用ＴＦＴはマルチゲート構造を有していても良い。マル
チゲート構造とは、直列に接続され、なおかつゲート電極が接続された複数のＴＦＴが、
第１の半導体膜を共有しているような構成を意味する。マルチゲート構造とすることで、
ＴＦＴのオフ電流を低減させることができる。
【実施例１】
【０１０１】
　本実施例では、本発明の発光装置において、画素に形成されるＴＦＴの構成について説
明する。
【０１０２】
　図１１に、本実施例の画素の断面図を示す。図１１において、１４００は駆動用ＴＦＴ
、１４０１は電流制御用ＴＦＴに相当し、１４０２はスイッチング用ＴＦＴに相当し、１
４０３は発光素子に相当する。駆動用ＴＦＴ１４００、電流制御用ＴＦＴ１４０１、スイ
ッチング用ＴＦＴ１４０２、発光素子１４０４は、シール材１４０５によって、基板１４
０６とカバー材１４０７の間において、充填材１４０８と共に密封されている。
【０１０３】
　駆動用ＴＦＴ１４００は、ゲート電極１４０９と、ゲート電極１４０９上に形成された
ゲート絶縁膜１４１０と、ゲート絶縁膜１４１０上に形成された第１の半導体膜１４１１
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と、第１の半導体膜１４１１上に形成された第２の半導体膜１４１２、１４１３とを有し
ている。電流制御用ＴＦＴ１４０１は、ゲート電極１４２０と、ゲート電極１４２０上に
形成されたゲート絶縁膜１４１０と、ゲート絶縁膜１４１０上に形成された第１の半導体
膜１４２１と、第１の半導体膜１４２１上に形成された第２の半導体膜１４１３、１４２
２とを有している。また１４１４、１４１５、１４２３は、第２の半導体膜１４１２、１
４１３、１４２２にそれぞれ接続された配線に相当する。配線１４１４は発光素子１４０
４の第１の電極１４２４に接続されている。
【０１０４】
　なお図１４では、図６（Ｂ）に示した発光装置において、駆動用ＴＦＴ、電流制御用Ｔ
ＦＴがそれぞれ独立した第１の半導体膜を有している構造を示したが、本発明はこの構成
に限定されない。例えば、図８～図１０に示した発光装置において、駆動用ＴＦＴ、電流
制御用ＴＦＴがそれぞれ独立した第１の半導体膜を有していても良い。
【実施例２】
【０１０５】
　本実施例では、本発明の発光装置が有する画素の、図１とは異なる形態について説明す
る。
【０１０６】
　図１２（Ａ）に示す画素は、発光素子８０１と、スイッチング用ＴＦＴ８０２と、駆動
用ＴＦＴ８０３と、電流制御用ＴＦＴ８０４と、書き込まれたビデオ信号の電位を消去す
るためのＴＦＴ（消去用ＴＦＴ）８０５とを有している。上記素子に加えて容量素子８０
６を画素に設けても良い。また、駆動用ＴＦＴ８０３にはエンハンスメント型ＴＦＴを用
いてもよいし、ディプリーション型ＴＦＴを用いてもよい。
【０１０７】
　スイッチング用ＴＦＴ８０２のゲート電極は、第１の走査線Ｇａｊ（ｊ＝１～ｙ）に接
続されている。スイッチング用ＴＦＴ８０２のソース領域とドレイン領域は、一方が信号
線Ｓｉ（ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が電流制御用ＴＦＴ８０４のゲート電極に接続されて
いる。また消去用ＴＦＴ８０５のゲート電極は、第２の走査線Ｇｂｊ（ｊ＝１～ｙ）に接
続されており、ソース領域とドレイン領域は、一方が第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に
、他方が電流制御用ＴＦＴ８０４のゲート電極に接続されている。駆動用ＴＦＴ８０３の
ゲート電極は第２の電源線Ｗｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されている。そして駆動用ＴＦＴ８
０３及び電流制御用ＴＦＴ８０４は、発光素子８０１に供給される電流が、駆動用ＴＦＴ
８０３及び電流制御用ＴＦＴ８０４のドレイン電流として第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ
）に供給されるように、第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）、発光素子８０１と接続されて
いる。本実施例では、電流制御用ＴＦＴ８０４のソース領域が第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１
～ｘ）に接続され、駆動用ＴＦＴ８０３のドレイン領域が発光素子８０１の第１の電極に
接続される。なお駆動用ＴＦＴ８０３のソース領域を第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に
接続し、電流制御用ＴＦＴ８０４のドレイン領域を発光素子８０１の第１の電極に接続し
てもよい。容量素子８０６が有する２つの電極は、一方は第１の電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ
）に接続されており、もう一方は電流制御用ＴＦＴ８０４のゲート電極に接続されている
。
【０１０８】
　発光素子８０１は陽極と、陰極と、陽極と陰極の間に設けられた電界発光層とを有する
。図１２（Ａ）のように駆動用ＴＦＴ８０３及び電流制御用ＴＦＴ８０４がｎ型である場
合、第１の電極を陰極、第２の電極を陽極とするのが望ましい。
【０１０９】
　図１２（Ａ）に示す画素は、その動作を書き込み期間、保持期間、消去期間とに分けて
説明することができる。書き込み期間と保持期間におけるスイッチング用ＴＦＴ８０２、
駆動用ＴＦＴ８０３及び電流制御用ＴＦＴ８０４の動作については、図１の場合と同様で
ある。
【０１１０】
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　消去期間では、第２の走査線Ｇｂｊ（ｊ＝１～ｙ）が選択されて消去用ＴＦＴ８０５が
オンになり、電源線Ｖ１～Ｖｘの電位が消去用ＴＦＴ８０５を介して電流制御用ＴＦＴ８
０４のゲート電極に与えられる。よって、電流制御用ＴＦＴ８０４がオフになるため、発
光素子８０１に強制的に電流が供給されない状態を作り出すことができる。
【０１１１】
　図１２（Ｂ）に、本実施例における画素の別の構成を示す。図１２（Ｂ）に示す画素は
、発光素子８１１と、スイッチング用ＴＦＴ８１２と、駆動用ＴＦＴ８１３と、電流制御
用ＴＦＴ８１４とを有している。さらに本実施例のように、ビデオ信号の電位を保持する
ための容量素子８１４を画素に設けても良い。駆動用ＴＦＴ８１３にはエンハンスメント
型ＴＦＴを用いても良いし、ディプリーション型ＴＦＴを用いても良い。電流制御用ＴＦ
Ｔ８１４は線形領域で動作させる。
【０１１２】
　スイッチング用ＴＦＴ８１２のゲート電極は、走査線Ｇｊ（ｊ＝１～ｙ）に接続されて
いる。スイッチング用ＴＦＴ８１２のソース領域とドレイン領域は、一方が信号線Ｓｉ（
ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が電流制御用ＴＦＴ８１４のゲート電極に接続されている。駆
動用ＴＦＴ８１３のゲート電極は電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｙ）に接続されている。そして駆
動用ＴＦＴ８１３及び電流制御用ＴＦＴ８１４は、発光素子８１１に供給される電流が、
駆動用ＴＦＴ８１３及び電流制御用ＴＦＴ８１４のドレイン電流として電源線Ｖｉ（ｉ＝
１～ｘ）に供給されるように、電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）、発光素子８１１と接続されて
いる。本実施例では、電流制御用ＴＦＴ８１４のソース領域が電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）
に接続され、駆動用ＴＦＴ８１３のドレイン領域が発光素子８１１の第１の電極に接続さ
れる。なお本実施例では、駆動用ＴＦＴ８１３のソース領域が電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）
に接続され、電流制御用ＴＦＴ８１４のドレイン領域が発光素子８１１の第１の電極に接
続されていても良い。容量素子８１４が有する２つの電極は、一方は電源線Ｖｉ（ｉ＝１
～ｘ）に接続されており、もう一方は電流制御用ＴＦＴ８１４のゲート電極に接続されて
いる。
【０１１３】
　発光素子８１１は陽極と、陰極と、陽極と陰極の間に設けられた電界発光層とを有する
。図１２（Ｂ）のように駆動用ＴＦＴ８１３及び電流制御用ＴＦＴ８１４がｎ型である場
合、第１の電極を陰極、第２の電極を陽極とするのが望ましい。
【０１１４】
　次に、図１２（Ｃ）に、図１２（Ｂ）に示した画素において、電流制御用ＴＦＴ８１４
を強制的にオフするためのＴＦＴ（消去用ＴＦＴ）８１６を設けた画素の回路図を示す。
なお図１２（Ｃ）では、図１２（Ｂ）において既に説明した素子については、同じ符号を
付す。消去用ＴＦＴ８１６は、ゲート電極が第２の走査線Ｇｂに接続されており、ソース
領域とドレイン領域は、一方が電流制御用ＴＦＴ８１４のゲート電極に、他方が電源線Ｖ
ｉに接続されている。消去用ＴＦＴ８１６はｎ型であってもｐ型であってもどちらでも良
い。
【０１１５】
　図１２（Ｄ）に、本実施例における画素の別の構成を示す。図１２（Ｄ）に示す画素は
、発光素子８２１と、スイッチング用ＴＦＴ８２２と、駆動用ＴＦＴ８２３と、電流制御
用ＴＦＴ８２４とを有している。さらに本実施例のように、ビデオ信号の電位を保持する
ための容量素子８２５を画素に設けても良い。駆動用ＴＦＴ８２３は、飽和領域動作させ
ても良いし、線形領域で動作させても良い。スイッチング用ＴＦＴ８２２及び電流制御用
ＴＦＴ８２４は線形領域で動作させる。駆動用ＴＦＴ８２３にはエンハンスメント型ＴＦ
Ｔを用いてもよいし、ディプリーション型ＴＦＴを用いてもよい。
【０１１６】
　スイッチング用ＴＦＴ８２２のゲート電極は、第１の走査線Ｇａｊ（ｊ＝１～ｙ）に接
続されている。スイッチング用ＴＦＴ８２２のソース領域とドレイン領域は、一方が信号
線Ｓｉ（ｉ＝１～ｘ）に、もう一方が電流制御用ＴＦＴ８２４のゲート電極に接続されて
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いる。駆動用ＴＦＴ８２３のゲート電極は第２の走査線Ｇｂｊ（ｊ＝１～ｙ）に接続され
ている。そして駆動用ＴＦＴ８２３及び電流制御用ＴＦＴ８２４は、電源線Ｖｉ（ｉ＝１
～ｘ）から供給される電流が、駆動用ＴＦＴ８２３及び電流制御用ＴＦＴ８２４のドレイ
ン電流として発光素子８２１に供給されるように、電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）、発光素子
８２１と接続されている。本実施例では、電流制御用ＴＦＴ８２４のソース領域が電源線
Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続され、駆動用ＴＦＴ８２３のドレイン領域が発光素子８２１の
第１の電極に接続される。なお本実施例では、駆動用ＴＦＴ８２３のソース領域が電源線
Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続され、電流制御用ＴＦＴ８２４のドレイン領域が発光素子８２
１の第１の電極に接続されていても良い。容量素子８２５が有する２つの電極は、一方は
電源線Ｖｉ（ｉ＝１～ｘ）に接続されており、もう一方は電流制御用ＴＦＴ８２４のゲー
ト電極に接続されている。
【０１１７】
　発光素子８２１は陽極と陰極と、陽極と陰極との間に設けられた電界発光層とを有する
。図１２（Ｄ）のように駆動用ＴＦＴ８２３及び電流制御用ＴＦＴ８２４がｎ型である場
合、第１の電極を陰極、第２の電極を陽極とするのが望ましい。
【０１１８】
　次に、図１２（Ｅ）に、図１２（Ｄ）に示した画素において、電流制御用ＴＦＴ８２４
を強制的にオフするためのＴＦＴ（消去用ＴＦＴ）８２６を設けた画素の回路図を示す。
なお図１２（Ｅ）では、図１２（Ｄ）において既に説明した素子については、同じ符号を
付して示す。消去用ＴＦＴ８２６は、ゲート電極が第２の走査線Ｇｂｊに接続されており
、ソース領域とドレイン領域は、一方が電流制御用ＴＦＴ８２４のゲート電極に、他方が
電源線Ｖｉに接続されている。消去用ＴＦＴ８２６はｎ型であってもｐ型であってもどち
らでも良い。
【０１１９】
　なお、第１の電源線Ｖｉのレイアウトは、図１に示した構成に限定されない。例えば図
１３（Ａ）に示すように、信号線Ｓｉを共有している画素間で、駆動用ＴＦＴ１０３のゲ
ート電極を、複数の配線で電気的に接続し、該複数の配線及び駆動用ＴＦＴ１０３のゲー
ト電極を第１の電源線Ｖｉとして機能させても良い。なお図１３（Ａ）では、図１におい
て既に説明した素子については、同じ符号を付して示す。図１３（Ａ）の駆動用ＴＦＴ１
０３を示す回路記号は、ゲート電極の異なる２点にコンタクト領域を設けたＴＦＴを表し
たものであり、接続関係が通常と異なるため、特にこの様に表した。
【０１２０】
　また同様に、第１の電源線Ｖｉのレイアウトは、図１２（Ａ）に示した構成に限定され
ない。例えば図１３（Ｂ）に示すように、信号線Ｓｉを共有している画素間で、駆動用Ｔ
ＦＴ８０３のゲート電極を、複数の配線で電気的に接続し、該複数の配線及び駆動用ＴＦ
Ｔ８０３のゲート電極を第１の電源線Ｖｉとして機能させても良い。なお図１３（Ｂ）で
は、図１２（Ａ）において既に説明した素子については、同じ符号を付して示す。図１３
（Ｂ）の駆動用ＴＦＴ８０３を示す回路記号は、ゲート電極の異なる２点にコンタクト領
域を設けたＴＦＴを表したものであり、接続関係が通常と異なるため、特にこの様に表し
た。
【０１２１】
　次に図１２（Ｆ）に、図１に示した画素において、発光素子１０１に逆方向バイアスの
電圧を印加するためのＴＦＴ（逆バイアス用ＴＦＴ）１０６を設けた画素の回路図を示す
。なお図１２（Ｆ）では、図１において既に説明した素子については、同じ符号を付して
示す。逆バイアス用ＴＦＴ１０６は、ソース領域またはドレイン領域のいずれか一方が発
光素子１０１の第１の電極に、もう一方が第１の電源線Ｖｉに接続されている。なお図１
２（Ｆ）では、ソース領域またはドレイン領域のいずれか一方が第１の電源線Ｖｉに接続
されているが、本発明はこの構成に限定されない。いずれか一方が第２の電源線Ｗｉに接
続されていても良いし、別用意された他の配線に接続されていても良い。また、逆バイア
ス用ＴＦＴ１０６は、ゲート電極が第１の電源線Ｖｉに接続されている。なお図１２（Ｆ
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）では、逆バイアス用ＴＦＴ１０６のゲート電極が第１の電源線Ｖｉに接続されているが
、本発明はこの構成に限定されない。逆バイアス用ＴＦＴ１０６のゲート電極が第２の電
源線Ｗｉに接続されていても良いし、別用意された他の配線に接続されていても良い。た
だし逆バイアス用ＴＦＴ１０６は、順方向バイアスの電圧の印加時に、ゲート電極の電位
がソース領域の電位と同じか、もしくはソース領域の電位よりも低くなるようにする。な
お逆バイアス用ＴＦＴ１０６はｎ型であってもｐ型であってもどちらでも良い。
【０１２２】
　逆バイアス用ＴＦＴ１０６を設けることで、駆動用ＴＦＴ１０３、電流制御用ＴＦＴ１
０４の動作に関わりなく、発光素子１０１に逆方向バイアスの電圧を確実に印加すること
ができる。また逆方向バイアスの電圧を発光素子１０１に印加することで、発光素子１０
１の信頼性を高めることができる。また、第１の電極と第２の電極間においてショートの
原因となっている塵埃等を焼き切る事ができるので、歩留まりを高めることができる。
【実施例３】
【０１２３】
　次に図１４を用いて、発光素子の構成について説明する。本発明における発光素子の素
子構成を、図１４に模式的に示す。
【０１２４】
　図１４に示す発光素子は、基板５００上に形成された第１の電極５０１と、第１の電極
５０１上に形成された電界発光層５０２と、電界発光層５０２上に形成された第２の電極
５０３とを有する。なお実際には、基板５００と第１の電極５０１の間には、各種の層ま
たは半導体素子などが設けられている。
【０１２５】
　本実施例では、第１の電極５０１が陰極、第２の電極が陽極の場合について説明するが
、第１の電極５０１が陽極、第２の電極が陰極であっても良い。陽極、陰極に用いる具体
的な材料については、既に説明してあるので、ここでは電界発光層５０２の具体的な構成
について説明する。
【０１２６】
　電界発光層５０２は単数または複数の層で構成されている。複数の層で構成されている
場合、これらの層は、キャリア輸送特性の観点から正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電
子輸送層、電子注入層などに分類することができる。なお各層の境目は必ずしも明確であ
る必要はなく、互いの層を構成している材料が一部混合し、界面が不明瞭になっている場
合もある。各層には、有機系の材料、無機系の材料を用いることが可能である。有機系の
材料として、高分子系、中分子系、低分子系のいずれの材料も用いることが可能である。
なお中分子系の材料とは、構造単位の繰返しの数（重合度）が２から２０程度の低重合体
に相当する。
【０１２７】
　正孔注入層と正孔輸送層との区別は必ずしも厳密なものではなく、これらは正孔輸送性
（正孔移動度）が特に重要な特性である意味において同じである。便宜上正孔注入層は陽
極に接する側の層であり、正孔注入層に接する層を正孔輸送層と呼んで区別する。電子輸
送層、電子注入層についても同様であり、陰極に接する層を電子注入層と呼び、電子注入
層に接する層を電子輸送層と呼んでいる。発光層は電子輸送層を兼ねる場合もあり、発光
性電子輸送層とも呼ばれる。図１４では、第１～第５の層５０４～５０８を電界発光層５
０２が有している場合を例示している。第１～第５の層５０４～５０８は、第１の電極５
０１から第２の電極５０３に向かって順に積層されている、
【０１２８】
　第１の層５０４は電子注入層として機能するため、電子注入性の高い材料を用いるのが
望ましい。具体的には、ＬｉＦ、ＣｓＦなどのアルカリ金属ハロゲン化物や、ＣａＦ2の
ようなアルカリ土類ハロゲン化物、Ｌｉ2Ｏなどのアルカリ金属酸化物のような絶縁体の
超薄膜がよく用いられる。また、リチウムアセチルアセトネート（略称：Ｌｉ（ａｃａｃ
）や８－キノリノラト－リチウム（略称：Ｌｉｑ）などのアルカリ金属錯体も有効である
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。また、モリブデン酸化物（ＭｏＯｘ）やバナジウム酸化物（ＶＯｘ）、ルテニウム酸化
物（ＲｕＯｘ）、タングステン酸化物（ＷＯｘ）等の金属酸化物またはベンゾオキサゾー
ル誘導体と、アルカリ金属、アルカリ土類金属、または遷移金属のいずれか一または複数
の材料とを含むようにしても良い。また酸化チタンを用いていても良い。
【０１２９】
　第２の層５０５は電子輸送層として機能するため、電子輸送性の高い材料を用いること
が望ましい。具体的には、Ａｌｑ3に代表されるような、キノリン骨格またはベンゾキノ
リン骨格を有する金属錯体やその混合配位子錯体などを用いることができる。具体的には
、Ａｌｑ3、Ａｌｍｑ3、ＢｅＢｑ2、ＢＡｌｑ、Ｚｎ（ＢＯＸ）2、Ｚｎ（ＢＴＺ）2など
の金属錯体が挙げられる。さらに、金属錯体以外にも、２－（４－ビフェニリル）－５－
（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール（ＰＢＤ）、１，３
－ビス［５－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－
イル］ベンゼン（ＯＸＤ－７）などのオキサジアゾール誘導体、３－（４－ｔｅｒｔ－ブ
チルフェニル）－４－フェニル－５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾール
（ＴＡＺ）、３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－（４－エチルフェニル）－５
－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾール（ｐ－ＥｔＴＡＺ）などのトリアゾ
ール誘導体、ＴＰＢＩのようなイミダゾール誘導体、バソフェナントロリン（ＢＰｈｅｎ
）、バソキュプロイン（ＢＣＰ）などのフェナントロリン誘導体を用いることができる。
【０１３０】
　第３の層５０６は発光層として機能するため、イオン化ポテンシャルが大きく、かつバ
ンドギャップの大きな材料を用いるのが望ましい。具体的には、例えば、トリス（８－キ
ノリノラト）アルミニウム（Ａｌｑ3）、トリス（４－メチル－８－キノリノラト）アル
ミニウム（Ａｌｍｑ3）、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［η］－キノリナト）ベリリウ
ム（ＢｅＢｑ2）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）－（４－ヒドロキシ－ビフェ
ニリル）－アルミニウム（ＢＡｌｑ）、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）－ベンゾ
オキサゾラト］亜鉛（Ｚｎ（ＢＯＸ）2）、ビス［２－（２－ヒドロキシフェニル）－ベ
ンゾチアゾラト］亜鉛（Ｚｎ（ＢＴＺ）2）などの金属錯体を用いることができる。また
、各種蛍光色素（クマリン誘導体、キナクリドン誘導体、ルブレン、４，４－ジシアノメ
チレン、１－ピロン誘導体、スチルベン誘導体、各種縮合芳香族化合物など）も用いるこ
とができる。白金オクタエチルポルフィリン錯体、トリス（フェニルピリジン）イリジウ
ム錯体、トリス（ベンジリデンアセトナート）フェナントレンユーロピウム錯体などの燐
光材料も用いることができる。
【０１３１】
　また、第３の層５０６に用いるホスト材料としては、上述した例に代表されるホール輸
送材料や電子輸送材料を用いることができる。また、４，４’－Ｎ，Ｎ’－ジカルバゾリ
ルビフェニル（略称：ＣＢＰ）などのバイポーラ性の材料も用いることができる。
【０１３２】
　第４の層５０７は、正孔輸送層として機能するため、正孔輸送性が高く、結晶性の低い
公知の材料を用いることが望ましい。具体的には芳香族アミン系（すなわち、ベンゼン環
－窒素の結合を有するもの）の化合物が好適であり、例えば、４，４－ビス［Ｎ－（３－
メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（ＴＰＤ）や、その誘導体である４
，４'－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル－アミノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ
）などがある。４，４'，４''－トリス（Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ）トリフェニルアミ
ン（ＴＤＡＴＡ）や、ＭＴＤＡＴＡなどのスターバースト型芳香族アミン化合物も用いる
ことができる。また４，４’，４’’－トリス（Ｎ－カルバゾリル）トリフェニルアミン
（略称：ＴＣＴＡ）を用いても良い。また高分子材料としては、良好な正孔輸送性を示す
ポリ（ビニルカルバゾール）などを用いることができる。
【０１３３】
　第５の層５０８は、正孔注入層として機能するため、正孔輸送性を有し、なおかつイオ
ン化ポテンシャルが比較的小さく、正孔注入性が高い材料を用いるのが望ましい。大別す
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ると金属酸化物、低分子系有機化合物、および高分子系有機化合物に分けられる。金属酸
化物であれば、例えば、酸化バナジウム、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化アルミ
ニウムなど用いることができる。低分子系有機化合物あれば、例えば、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ
に代表されるスターバースト型アミン、銅フタロシアニン（略称：Ｃｕ－Ｐｃ）に代表さ
れる金属フタロシアニン、フタロシアニン（略称：Ｈ2－Ｐｃ）、２，３－ジオキシエチ
レンチオフェン誘導体などを用いることができる。低分子系有機化合物と上記金属酸化物
とを共蒸着させた膜であっても良い。高分子系有機化合物であれば、例えば、ポリアニリ
ン（略称：ＰＡｎｉ）、ポリビニルカルバゾール（略称：ＰＶＫ）、ポリチオフェン誘導
体などの高分子を用いることができる。ポリチオフェン誘導体の一つであるポリエチレン
ジオキシチオフェン（略称：ＰＥＤＯＴ）にポリスチレンスルホン酸（略称：ＰＳＳ）を
ドープしたものを用いても良い。また、ベンゾオキサゾール誘導体と、ＴＣＱｎ、ＦｅＣ
ｌ3、Ｃ60またはＦ4ＴＣＮＱのいずれか一または複数の材料とを併せて用いても良い。
【０１３４】
　上記構成を有する発光素子において、第１の電極５０１と第２の電極５０３の間に電圧
を印加し、電界発光層５０２に順方向バイアスの電流を供給することで、第３の層５０６
から光を発生させ、該光を第１の電極５０１側から、または第２の電極５０３側から取り
出すことができる。なお、電界発光層５０２は、必ずしもこれら第１～第５の層を全て有
している必要はない。本発明では、少なくとも発光層として機能する第３の層５０６を有
していれば良い。また必ずしも第３の層５０６からのみ発光が得られるわけではなく、第
１～第５の層に用いられる材料の組み合わせによっては、第３の層５０６以外の層から発
光が得られる場合もある。また、第３の層５０６と第４の層５０７の間に正孔ブロック層
を設けても良い。
【０１３５】
　なお色によっては、燐光材料の方が蛍光材料よりも、駆動電圧を低くすることができ、
信頼性も高い場合がある。そこで、三原色の各色に対応する発光素子を用いて、フルカラ
ーの表示を行なう場合は、蛍光材料を用いた発光素子と、燐光材料を用いた発光素子とを
組み合わせて、各色の発光素子における劣化の度合いを揃えるようにしても良い。
【０１３６】
　図１４では、第１の電極５０１が陰極、第２の電極５０３が陽極である場合について示
しているが、第１の電極５０１が陽極、第２の電極５０３が陰極である場合、第１～第５
の層５０４～５０８は逆に積層される。具体的には、第１の電極５０１上に第５の層５０
８、第４の層５０７、第３の層５０６、第２の層５０５、第１の層５０４が順に積層され
る。
【０１３７】
　なお電界発光層５０２のうち、第２の電極５０３に最も近い層（本実施例では第５の層
５０８）に、エッチングされにくい材料を用いることで、電界発光層５０２上に第２の電
極５０３をスパッタ法で形成する際に、第２の電極５０３に最も近い層に与えられるスパ
ッタダメージを軽減させることができる。エッチングされにくい材料とは、例えばモリブ
デン酸化物（ＭｏＯｘ）やバナジウム酸化物（ＶＯｘ）、ルテニウム酸化物（ＲｕＯｘ）
、タングステン酸化物（ＷＯｘ）等の金属酸化物、またはベンゾオキサゾール誘導体を用
いることができる。これらは蒸着法によって形成されることが好ましい。
【０１３８】
　例えば、第１の電極が陰極、第２の電極が陽極の場合、前記電界発光層のうち最も陽極
に近い、ホール注入性またはホール輸送性を有する層として、上述したエッチングされに
くい材料を用いる。具体的に、ベンゾオキサゾール誘導体を用いる場合は、当該ベンゾオ
キサゾール誘導体と、ＴＣＱｎ、ＦｅＣｌ3、Ｃ60またはＦ4ＴＣＮＱのいずれか一または
複数の材料とを含む層を、最も陽極に近くなるように形成する。
【０１３９】
　また例えば、第１の電極が陽極、第２の電極が陰極の場合、前記電界発光層のうち最も
陰極に近い、電子注入性または電子輸送性を有する層として、上述したエッチングされに
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くい材料を用いる。具体的に、モリブデン酸化物を用いる場合は、当該モリブデン酸化物
と、アルカリ金属、アルカリ土類金属、または遷移金属のいずれか一または複数の材料と
を含む層を、最も陰極に近くなるように形成する。またベンゾオキサゾール誘導体を用い
る場合は、当該ベンゾオキサゾール誘導体と、アルカリ金属、アルカリ土類金属、または
遷移金属のいずれか一または複数の材料とを含む層を、最も陰極に近くなるように形成す
る。なお、金属酸化物とベンゾオキサゾール誘導体を共に用いていても良い。
【０１４０】
　上記構成により、第２の電極として、スパッタ法で形成した透明導電膜、例えばインジ
ウム錫酸化物（ＩＴＯ）や珪素を含有したインジウム錫酸化物（ＩＴＳＯ）、酸化インジ
ウムに２～２０％の酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合したＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏ
ｘｉｄｅ）等を用いても、電界発光層が有する有機物を含む層への、スパッタダメージを
抑えることができ、第２の電極を形成するための物質の選択性が広がる。
【実施例４】
【０１４１】
　本実施例では、発光装置とＩＣとの接続方法の一実施例について説明する。
【０１４２】
　図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）に、チップ状のＩＣ（ＩＣチップ）を、画素部が形成され
た素子基板に実装する様子を示す。図１５（Ａ）では、基板６００１上に画素部６００２
と、走査線駆動回路６００３とが形成されている。そして、ＩＣチップ６００４に形成さ
れた信号線駆動回路が、基板６００１に実装されている。具体的には、ＩＣチップ６００
４に形成された信号線駆動回路が、基板６００１に貼り合わされ、画素部６００２と電気
的に接続されされている。また６００５はＦＰＣであり、画素部６００２と、走査線駆動
回路６００３と、ＩＣチップ６００４に形成された信号線駆動回路とに、それぞれ電源電
位、各種信号等が、ＦＰＣ６００５を介して供給される。
【０１４３】
　図１５（Ｂ）では、基板６１０１上に画素部６１０２と、走査線駆動回路６１０３とが
形成されている。そして、ＩＣチップ６１０４に形成された信号線駆動回路が、基板６１
０１に実装されたＦＰＣ６１０５に更に実装されている。画素部６１０２と、走査線駆動
回路６１０３と、ＩＣチップ６１０４に形成された信号線駆動回路とに、それぞれ電源電
位、各種信号等が、ＦＰＣ６１０５を介して供給される。
【０１４４】
　ＩＣチップの実装方法は、特に限定されるものではなく、公知のＣＯＧ方法やワイヤボ
ンディング方法、或いはＴＡＢ方法などを用いることができる。またＩＣチップを実装す
る位置は、電気的な接続が可能であるならば、図１５に示した位置に限定されない。また
、図１５では信号線駆動回路のみをＩＣチップで形成した例について示したが、走査線駆
動回路をＩＣチップで形成しても良いし、またコントローラ、ＣＰＵ、メモリ等をＩＣチ
ップで形成し、実装するようにしても良い。また、信号線駆動回路や走査線駆動回路全体
をＩＣチップで形成するのではなく、各駆動回路を構成している回路の一部だけを、ＩＣ
チップで形成するようにしても良い。
【０１４５】
　なお、駆動回路などの集積回路を別途ＩＣチップで形成して実装することで、全ての回
路を画素部と同じ基板上に形成する場合に比べて、歩留まりを高めることができ、また各
回路の特性に合わせたプロセスの最適化を容易に行なうことができる。
【０１４６】
　なお図１５では示していないが、画素部が形成されている基板上に、保護回路を設けて
いても良い。保護回路により放電経路を確保することができるので、信号及び電源電圧が
有する雑音や、何らかの理由によって絶縁膜にチャージングされた電荷によって、基板に
形成された半導体素子が劣化あるいは絶縁破壊されるのを防ぐことができる。具体的に図
１５（Ａ）の場合、ＦＰＣ６００５と画素部６００２とを電気的に接続している配線に、
保護回路を接続することができる。またさらに、ＦＰＣ６００５と信号線駆動回路６００
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４とを電気的に接続している配線、ＦＰＣ６００５と走査線駆動回路６００３とを電気的
に接続している配線、信号線駆動回路６００４と画素部６００２とを電気的に接続してい
る配線（信号線）、走査線駆動回路６００３と画素部６００２とを電気的に接続している
配線（走査線）に、それぞれ保護回路を接続することができる。
【実施例５】
【０１４７】
　次に、本発明の発光装置に用いられる駆動回路の構成について説明する。図１６に、本
発明の発光装置のブロック図を示す。図１６において信号線駆動回路９０１は、シフトレ
ジスタ９０２、ラッチＡ９０３、ラッチＢ９０４を有している。走査線駆動回路９１０は
、シフトレジスタ９１１、バッファ９１２を有している。また９００は画素部に相当する
。なお走査線を２本（第１の走査線、第２の走査線）有する発光装置の場合、走査線駆動
回路を２つ有していても良い。
【０１４８】
　シフトレジスタ９０２には、クロック信号（ＣＬＫ）、スタートパルス信号（ＳＰ）が
入力されている。クロック信号（ＣＬＫ）とスタートパルス信号（ＳＰ）が入力されると
、シフトレジスタ９０２においてタイミング信号が生成され、一段目のラッチＡ９０３に
順に入力される。ラッチＡ９０３にタイミング信号が入力されると、該タイミング信号に
同期して、ビデオ信号が順にラッチＡ９０３に書き込まれ、保持される。なお、図１６で
はラッチＡ９０３に順にビデオ信号を書き込んでいると仮定するが、本発明はこの構成に
限定されない。複数のステージのラッチＡ９０３をいくつかのグループに分け、グループ
ごとに並行してビデオ信号を入力する、いわゆる分割駆動を行っても良い。なおこのとき
のグループの数を分割数と呼ぶ。例えば４つのステージごとにラッチをグループに分けた
場合、４分割で分割駆動すると言う。
【０１４９】
　ラッチＡ９０３に含まれる全てのステージのラッチへの、ビデオ信号の書き込みが一通
り終了するまでの時間を、ライン期間と呼ぶ。実際には、上記ライン期間に水平帰線期間
が加えられた期間をライン期間に含むことがある。
【０１５０】
　１ライン期間が終了すると、２段目のラッチＢ９０４にラッチ信号（Latch Signal）が
供給され、該ラッチ信号に同期してラッチＡ９０３に保持されているビデオ信号が、ラッ
チＢ９０４に一斉に書き込まれ、保持される。ビデオ信号をラッチＢ９０４に送出し終え
たラッチＡ９０３には、再びシフトレジスタ９０２からのタイミング信号に同期して、次
のビデオ信号の書き込みが順次行われる。この２順目の１ライン期間中には、ラッチＢ９
０４に書き込まれ、保持されているビデオ信号が信号線に入力される。
【０１５１】
　次に、走査線駆動回路９１０の構成について説明する。走査線駆動回路９１０は、シフ
トレジスタ９１１、バッファ９１２を有している。また場合によってはレベルシフタを有
していても良い。走査線駆動回路９１０において、シフトレジスタ９１１にクロック信号
（ＣＬＫ）及びスタートパルス信号（ＳＰ）が入力されることによって、選択信号が生成
される。生成された選択信号はバッファ９１２において緩衝増幅され、対応する走査線に
供給される。走査線には、１ライン分の画素のスイッチング用ＴＦＴまたは消去用ＴＦＴ
のゲートが接続されている。そして、１ライン分の画素のＴＦＴを一斉にオンにしなくて
はならないので、バッファ９１２は大きな電流を流すことが可能なものが用いられる。
【０１５２】
　なお、図１６に示す構成は、本発明の発光装置の一形態を示したに過ぎず、信号線駆動
回路と走査線駆動回路の構成はこれに限定されない。例えば、本発明で用いる信号線駆動
回路、走査線駆動回路は、シフトレジスタの代わりにデコーダ回路のような信号線の選択
ができる別の回路を用いても良い。
【実施例６】
【０１５３】
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　本実施例では、本発明の発光装置の一形態に相当するパネルの外観について、図１７を
用いて説明する。図１７は、素子基板上に形成されたＴＦＴ及び発光素子を、カバー材と
の間にシール材によって封止した、パネルの上面図であり、図１７（Ｂ）は、図１７（Ａ
）のＡ－Ａ’における断面図に相当する。
【０１５４】
　素子基板４００１上に設けられた画素部４００２と、走査線駆動回路４００４とを囲む
ようにして、シール材４００５が設けられている。また画素部４００２と、走査線駆動回
路４００４の上にカバー材４００６が設けられている。よって画素部４００２と、走査線
駆動回路４００４とは、素子基板４００１とシール材４００５とカバー材４００６とによ
って、充填材４００７と共に密封されている。また素子基板４００１上のシール材４００
５によって囲まれている領域とは異なる領域に、信号線駆動回路４００３が形成されたＩ
Ｃが実装されている。
【０１５５】
　また素子基板４００１上に設けられた画素部４００２と、走査線駆動回路４００４は、
ＴＦＴを複数有しており、図１７（Ｂ）では、画素部４００２に含まれるＴＦＴ４０１０
とを例示している。また４０１１は発光素子に相当し、ＴＦＴ４０１０のソース領域また
はドレイン領域と電気的に接続されている。
【０１５６】
　また、別途形成された信号線駆動回路４００３と、走査線駆動回路４００４または画素
部４００２に与えられる各種信号及び電位は、図１７（Ｂ）に示す断面図では図示されて
いないが、引き回し配線４０１４及び４０１５を介して、接続端子４０１６から供給され
ている。接続端子４０１６、引き回し配線４０１４、４０１５は、いずれも液滴吐出法ま
たは印刷法で形成することができる。
【０１５７】
　接続端子４０１６は、ＦＰＣ４０１８が有する端子と、異方性導電膜４０１９を介して
電気的に接続されている。
【０１５８】
　なお、素子基板４００１、カバー材４００６としては、ガラス、金属（代表的にはステ
ンレス）、セラミックス、プラスチックを用いることができる。プラスチックとしては、
ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒｇｌａｓｓ－Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）板、ＰＶＦ
（ポリビニルフルオライド）フィルム、マイラーフィルム、ポリエステルフィルムまたは
アクリル樹脂フィルムを用いることができる。また、アルミニウムホイルをＰＶＦフィル
ムやマイラーフィルムで挟んだ構造のシートを用いることもできる。
【０１５９】
　但し、発光素子４０１１からの光の取り出し方向に位置する基板には、カバー材は透明
でなければならない。その場合には、ガラス板、プラスチック板、ポリエステルフィルム
またはアクリルフィルムのような透光性を有する材料を用いる。
【０１６０】
　また、充填材４００７としては窒素やアルゴンなどの不活性な気体の他に、紫外線硬化
樹脂または熱硬化樹脂を用いることができ、ＰＶＣ（ポリビニルクロライド）、アクリル
、ポリイミド、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、ＰＶＢ（ポリビニルブチラル）またはＥＶ
Ａ（エチレンビニルアセテート）を用いることができる。本実施例では充填材として窒素
を用いた。
【０１６１】
　また充填材４００７を吸湿性物質（好ましくは酸化バリウム）もしくは酸素を吸着しう
る物質にさらしておくために、カバー材４００６と素子基板４００１との間に、充填材４
００７と共に、吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質を設けておいても良い。吸湿性物
質または酸素を吸着しうる物質を設けることで、発光素子４０１１の劣化を抑制できる。
【０１６２】
　なお図１７では、信号線駆動回路４００３を別途形成し、素子基板４００１に実装して
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いる例を示しているが、本実施例はこの構成に限定されない。走査線駆動回路を別途形成
して実装しても良いし、信号線駆動回路の一部または走査線駆動回路の一部のみを別途形
成して実装しても良い。
【０１６３】
　本実施例は、他の実施例に記載した構成と組み合わせて実施することが可能である。
【実施例７】
【０１６４】
　本発明の発光装置を用いることができる電子機器として、ビデオカメラ、デジタルカメ
ラ、ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステム
、音響再生装置（カーオーディオ、オーディオコンポ等）、ノート型パーソナルコンピュ
ータ、ゲーム機器、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機ま
たは電子書籍等）、記録媒体を備えた画像再生装置（代表的にはＤＶＤ：Digital Versat
ile Disc等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを有する装置）など
が挙げられる。特に本発明の発光装置は、画素数を増やしても、充電時間の増加を抑える
ことができ、また面積あたりのコストを抑えることができる。よって本発明の発光装置は
、比較的大型のパネルが用いられる電子機器に特に適している。これら電子機器の具体例
を図１８に示す。
【０１６５】
　図１８（Ａ）は表示装置であり、筐体２００１、表示部２００２、スピーカー部２００
３等を含む。本発明の発光装置は、表示部２００２に用いることができる。発光装置は自
発光型であるためバックライトが必要なく、液晶ディスプレイよりも薄い表示部とするこ
とができる。なお、表示装置には、パソコン用、ＴＶ放送受信用、広告表示用などの全て
の情報表示用表示装置が含まれる。なお表示装置に発光装置を用いる場合、発光素子が有
する第１の電極または第２の電極において外光が反射することで、鏡面のように像を写し
てしまうのを防ぐために、偏光板を設けておいても良い。
【０１６６】
　図１８（Ｂ）はノート型パーソナルコンピュータであり、本体２２０１、筐体２２０２
、表示部２２０３、キーボード２２０４、マウス２２０５等を含む。本発明の発光装置は
、表示部２２０３に用いることができる。
【０１６７】
　図１８（Ｃ）は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的にはＤＶＤ再生装置）
であり、本体２４０１、筐体２４０２、表示部２４０３、記録媒体（ＤＶＤ等）読み込み
部２４０４、操作キー２４０５、スピーカー部２４０６等を含む。記録媒体を備えた画像
再生装置には家庭用ゲーム機器なども含まれる。本発明の発光装置は、表示部２４０３に
用いることができる。
【０１６８】
　以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用いることが
可能である。また、本実施例の電子機器は、実施例１～６に示したいずれの構成の発光装
置を用いても良い。
【実施例８】
【０１６９】
　本実施例では、液滴吐出法を用いて形成される配線及び電極の一実施例について説明す
る。
【０１７０】
　図１９（Ａ）に、ゲート電極１９０１と、該ゲート電極に接続された走査線１９０２の
上面図を示す。また図１９（Ａ）のＡ－Ａ’における断面図を、図１９（Ｂ）に示す。図
１９（Ａ）では、ゲート電極１９０１に比べて配線抵抗を抑え、スループットを高めるこ
とが望ましく、なおかつレイアウトの精密さがゲート電極１９０１ほど要求されない走査
線１９０２を、ゲート電極１９０１よりも太い線幅で形成する。また逆に、走査線１９０
２に比べてレイアウトされる距離が短く、なおかつレイアウトの精密さが要求されるゲー
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ト電極１９０１を、走査線１９０２よりも細い線幅で形成する。線幅の制御は、液滴１ド
ットあたりの吐出量、該溶液の表面張力、液滴が滴下される表面の撥水性などを最適化す
ることで行なうことが可能である。
【０１７１】
　図１９（Ａ）に示すように、形成する配線または電極に合わせてノズルを切り替えるこ
とで、スループットを向上させ、また形成される半導体素子の特性を高めることができる
。なお図１９（Ａ）では、走査線とゲート電極とで線幅を変えるためにノズルを切り替え
る例について示したが、本実施例はこの構成に限定されない。レイアウトの精密さが要求
される配線または電極と、配線抵抗の低減またはスループットの向上が重要視される配線
または電極とでノズルを切り替えることで、スループットを向上させ、また形成される半
導体素子の特性を高めることができる。
【０１７２】
　図１９（Ａ）に示すように、配線または電極の形成する際に走査方向を切り替えたり、
ノズルを切り替えたりする場合、先に形成された配線または電極に紫外線を照射してから
、次の配線または電極を形成しても良い。上記構成により、先に形成された配線または電
極の表面の密着性が高められて、ゲート電極１９０１と走査線１９０２とが剥離しにくい
。この場合、焼成は配線または電極を形成するごとに行なっても良いし、互いに接する配
線または電極を全て形成してから行なっても良い。
【０１７３】
　なお図１９（Ａ）では、平坦な面にゲート電極１９０１と走査線１９０２とを形成する
例について説明したが、本発明はこの構成に限定されない。例えば、図１９（Ｃ）に示す
ように、層間絶縁膜１９１０の開口部に走査線１９１１を形成し、層間絶縁膜１９１０上
に走査線１９１１と接するゲート電極１９１２を形成するようにしても良い。図１９（Ｃ
）の場合、開口部を有する層間絶縁膜１９１０を液滴吐出法で形成した後、該開口部に走
査線１９１１を液滴吐出法で形成しても良いし、層間絶縁膜１９１０と走査線１９１１と
を並行して液滴吐出法で形成しても良い。
【０１７４】
　なお配線は２層の導電層で形成されていても良い。図１９（Ｄ）に示すように、平坦な
面に液滴吐出法で導電層１９２０を形成した後、開口部において導電層１９２０が露出す
るように層間絶縁膜１９２１を液滴吐出法で形成する。そして該開口部において導電層１
９２０と接するように、液滴吐出法を用いて導電層１９２２を形成する。導電層１９２０
と導電層１９２２とを合わせて、走査線、信号線などの１つの配線として用いることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０１７５】
【図１】本発明の発光装置が有する画素の回路図。
【図２】本発明の発光装置が有する画素の動作を、模式的に示した図。
【図３】本発明の発光装置が有する画素の回路図。
【図４】本発明の発光装置の作製方法を示す図。
【図５】本発明の発光装置の作製方法を示す図。
【図６】本発明の発光装置の作製方法を示す図。
【図７】本発明の発光装置が有する画素の上面図。
【図８】本発明の発光装置の作製方法を示す図。
【図９】本発明の発光装置が有する画素の断面図。
【図１０】本発明の発光装置が有する画素の断面図。
【図１１】本発明の発光装置が有する画素の断面図。
【図１２】本発明の発光装置が有する画素の回路図。
【図１３】本発明の発光装置が有する画素の回路図。
【図１４】本発明の発光装置が有する発光素子の構成を示す図。
【図１５】本発明の発光装置が有する素子基板の斜視図。
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【図１６】本発明の発光装置の構成を示すブロック図。
【図１７】本発明の発光装置の上面図及び断面図。
【図１８】本発明の発光装置を用いた電子機器の図。
【図１９】本発明の発光装置の作製方法を示す図。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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